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暇
庇
概
念
の
変
容
と
商
法
五
二
八
条
の
命
運

｜
｜
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
制
定
・
解
釈
・
削
除
の
経
緯
か
ら
｜
｜

北

居

功

暇抗概念の変容と商法五二八条の命運

一
は
じ
め
に

二
種
類
売
買
に
お
け
る
暇
抗
物
と
異
種
物
の
区
別

1

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
商
学
学
説

2

ド
イ
ツ
普
通
法
学
説

3

ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
論

4

ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
論
以
降

三
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
成
立

普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
三
四
七
条
を
め
ぐ
る
判
例

2

ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
制
定

四
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
暇
抗
概
念
の
変
容

－
暇
庇
担
保
責
任
と
商
法
典
三
七
八
条
の
不
調
和

2

客
観
的
暇
庇
概
念
か
ら
主
観
的
暇
抗
概
念
へ
の
移
行

3

ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
削
除

五
商
法
五
二
八
条
の
命
運

は
じ
め
に

わ
が
国
の
商
法
五
二
八
条
は
、
買
主
の
目
的
物
保
管
・
供
託
義
務
を
定
め
る
が
、
「
注
文
し
た
物
品
と
異
な
る
場
合
」
（
以
下
、
本

稿
で
は
こ
れ
を
「
異
種
物
給
付
」
と
呼
ぶ
）
を
規
定
す
る
点
で
、
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
商
法
五
二
六
条
は
、
商
人
間
売
買
に
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お
け
る
暇
庇
物
お
よ
び
数
量
不
足
の
引
渡
し
の
場
合
に
お
け
る
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
を
定
め
る
と
と
も
に
、
商
法
五
二
七
条
は
、

買
主
が
暇
庇
も
し
く
は
数
量
不
足
を
理
由
に
契
約
を
解
除
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
目
的
物
を
保
管
・
供
託
す
る
義
務
を
負
う
旨
を

定
め
て
い
る
。
こ
の
買
主
の
保
管
・
供
託
義
務
を
、
注
文
と
は
異
な
る
物
品
の
引
渡
し
と
数
量
超
過
の
引
渡
し
の
場
合
に
準
用
す
る

の
が
、
商
法
五
二
八
条
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
解
釈
上
、
商
法
五
二
六
条
お
よ
び
五
二
七
条
は
「
暇
庇
物
」
お
よ
び
「
数
量

不
足
」
の
引
渡
し
に
関
係
す
る
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
商
法
五
二
八
条
は
「
異
種
物
」
お
よ
び
「
数
量
超
過
」
の
引
渡
し
の
場

合
に
関
係
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
異
種
物
お
よ
び
数
量
超
過
の
引
渡
し
の
場
合
に
、
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
は
関
係
し
な
い
こ

と
と
な
る
。
で
は
、
異
種
物
お
よ
び
数
量
超
過
の
引
渡
し
の
場
合
、
買
主
は
売
主
に
対
し
て
い
か
な
る
権
利
追
及
が
可
能
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
異
種
物
と
暇
庇
物
を
区
別
す
る
基
準
と
は
何
に
求
め
ら
れ
ょ
う
か
。

以
前
に
検
討
し
た
と
お
り
、
わ
が
国
の
商
法
五
二
六
条
は
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
三
四
七
条
に
由
来
し
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
起
草
の
旧
商

(1
) 

法
典
五
四
四
条
を
経
由
し
て
成
立
し
た
規
定
で
あ
る
。
商
法
五
二
七
条
も
ま
た
、
旧
商
法
典
五
四
九
条
及
び
五
五

O
条
に
由
来
し
、

(2
) 

少
な
く
と
も
そ
の
五
五

O
条
は
そ
の
出
所
を
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
三
四
八
条
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
商
法
五
二

526 

八
条
は
、
旧
商
法
典
に
由
来
せ
ず
、
法
典
調
査
会
資
料
は
「
ド
イ
ツ
商
法
草
案
三
五

O
条
」
、
す
な
わ
ち
、
一
八
九
六
年
六
月
の
帝

(3
) 

国
司
法
省
第
二
草
案
三
五

O
条
を
参
照
さ
せ
る
。
法
典
調
査
会
で
は
、
異
種
物
や
数
量
超
過
の
引
渡
し
の
場
合
に
も
検
査
・
通
知
義

務
を
課
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
提
示
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
梅
謙
次
郎
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
異
種
物
や
数
量
超
過
の

引
渡
し
の
場
合
に
買
主
に
と
っ
て
重
い
負
担
と
な
る
検
査
・
通
知
義
務
を
謀
し
、
買
主
が
そ
の
義
務
を
陣
怠
す
る
と
も
は
や
権
利
を

(4
) 

行
使
で
き
な
く
な
る
こ
と
こ
そ
不
適
切
で
あ
る
と
反
論
し
た
た
め
、
原
案
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
審
議
経
緯
か
ら
も
、
そ
し
て
条
文

構
造
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
と
お
り
、
わ
が
国
の
商
法
は
も
ち
ろ
ん
、
法
体
系
の
一
貫
性
か
ら
見
て
民
法
で
も
、
本
来
、
暇
庇
物
給

付
と
異
種
物
給
付
は
、
厳
然
と
区
別
さ
れ
る
の
が
本
則
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
取
庇
概
念
の
変
容
を
基
本
に
据
え
て
、
暇
庇
担
保
責
任
の
将
来
像
を
探
求
す
る
一
環
と
し
て
、
取
庇
概
念



の
変
容
と
趨
勢
か
ら
見
た
商
法
五
二
八
条
の
今
後
の
命
運
を
見
定
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

種
類
売
買
に
お
け
る
暇
庇
物
と
異
種
物
の
区
別

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
商
法
学
説

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
特
定
物
売
買
と
種
類
売
買
の
区
別
を
理
論
的
に
展
開
し
た
先
駆
者
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
テ
ー
ル
と
い
わ
れ
る

(5
) が

、
テ
i

ル
自
身
は
種
類
売
買
で
は
契
約
に
基
づ
い
て
買
主
は
売
主
に
対
し
て
暇
庇
の
な
い
目
的
物
の
引
渡
し
を
請
求
す
る
権
利
の

み
を
有
す
る
と
し
て
、
暇
抗
担
保
責
任
の
適
用
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
種
類
物
の
売
却
の
際
に
、
契
約
に
反
し
た
商
品
は
、

想
定
さ
れ
、
合
意
さ
れ
、
売
買
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
目
的
物
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
後
の
契
約
に
適
合
す
る
引
渡
し
が
な
お
考

暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

慮
さ
れ
う
る
」
。
そ
こ
で
、
買
主
は
、
代
物
給
付
お
よ
び
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
あ
る
い
は
、
代
物
給
付
を
拒
絶
し
て
代
金
の
支
払

を
拒
絶
し
、
な
い
し
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
で
契
約
を
解
除
し
、
さ
ら
に
、
契
約
不
適
合
物
を
保
持
し
つ
つ
契
約
不
適
合
に
基
づ
く

(6
) 

損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
で
事
実
上
の
代
金
減
額
（
U
2
。
ユ
m
g

開
き
守
B
Z
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、

種
類
売
買
に
お
け
る
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
の
際
の
買
主
の
救
済
に
関
す
る
本
格
的
な
近
代
理
論
は
、
こ
の
テ

l

ル
理
論
を
起
点

と
し
て
以
後
展
開
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

テ
ー
ル
理
論
は
、
早
速
、
そ
の
支
持
者
を
見
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
シ
ユ
リ

l

マ
ン
は
、
「
種
類
債
務
の
際
に
、
債
務
者
は
合
意

さ
れ
た
性
状
を
有
し
な
い
目
的
物
の
給
付
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
得
な
い
と
い
う
の
が
事
物
の
本
性
で
あ
る
」
と
し
、
追
奪
担
保
責
任

(7
) 

も
暇
庇
担
保
責
任
も
特
定
物
給
付
義
務
を
前
提
と
す
る
以
上
、
種
類
売
買
で
は
そ
れ
ら
の
責
任
は
問
題
と
な
り
得
な
い
と
す
る
。
ブ

リ
ン
ク
マ
ン
も
原
則
と
し
て
テ
l

ル
理
論
を
踏
襲
し
、
按
察
官
訴
権
が
特
定
物
固
有
の
制
度
で
あ
り
種
類
売
買
に
お
い
て
は
そ
の
適

用
余
地
は
な
く
、
買
主
は
代
物
給
付
請
求
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
を
主
張
で
き
る
に
過
ぎ
ず
、
減
額
請
求
も
商
慣
習
が
な
い
限
り
認
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め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
買
主
が
暇
庇
あ
る
目
的
物
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
種
類
物
も
特
定
物
と
な
り
、
隠
れ
た
暇
庇
に

(8
)(

9
) 

つ
い
て
買
主
に
按
察
官
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、
種
類
売
買
へ
の
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
を
肯
定
す
る
。
ハ
イ
ゼ
も
ま
た
、
普
通

法
で
は
暇
庇
あ
る
目
的
物
の
引
渡
し
に
は
買
主
に
按
察
官
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
が
、
「
そ
の
適
用
を
排
除
す
る
理
由
は
何
ら
存
在
し

（
叩
）
（
日
）

な
い
」
と
す
る
。

528 

種
類
売
買
へ
の
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
問
題
が
活
発
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
が
一
八

六
O
年
に
制
定
さ
れ
た
事
情
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
商
法
典
が
規
制
す
る
と
り
わ
け
隔
地
売
買
が
主
と
し
て
種
類
売
買
と
な
る
と

（
ロ
）

い
う
事
情
は
も
と
よ
り
、
商
法
典
の
編
纂
の
際
に
商
法
典
草
案
の
報
告
者
が
、
「
草
案
が
意
図
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
按
察
官
訴
権

も
契
約
に
基
づ
く
訴
権
も
含
め
て
、
購
入
さ
れ
た
商
品
の
暇
庇
に
基
づ
い
て
買
主
に
売
主
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
す
べ
て
の
法
的
救

（
日
）

済
を
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
停
止
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
説
明
し
た
事
情
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
三
四
七
条
が
定
め
る
買
主
の
検

(M
) 

査
・
通
知
義
務
に
関
し
て
、
商
法
典
に
は
「
適
時
に
為
さ
れ
た
通
知
の
効
果
に
関
す
る
規
定
が
欠
け
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
契
約
に

適
合
し
な
い
商
品
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
に
買
主
に
ど
の
よ
う
な
権
利
が
認
め
ら
れ
る
か
が
、
法
典
の
解
釈
で
は
な
く
、

の
上
で
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
般
法
理

一
八
六
O
年
以
降
、
種
類
売
買
へ
の
蝦
抗
担
保
責
任
の
適
用
を
肯
定
す
る
商
法
学
説
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
買
主
が
売

主
に
よ
っ
て
引
き
渡
さ
れ
た
契
約
に
適
合
し
な
い
目
的
物
を
拒
絶
し
て
、
そ
の
目
的
物
を
売
主
の
任
意
の
処
分
に
任
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
う
し
た
不
適
合
物
を
保
持
し
つ
つ
、
代
金
減
額
を
請
求
す
る
途
が
認
め
ら
れ
る
の
か
が
議
論
さ
れ
た
。

モ
ッ
コ
は
、
売
主
が
適
法
な
給
付
を
行
う
限
り
買
主
の
同
意
は
必
要
な
く
履
行
は
完
成
す
る
と
し
、
ラ
ン
ト
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

（
日
）
（
日
）

る
限
り
、
買
主
に
は
暇
庇
担
保
責
任
に
基
づ
く
代
金
減
額
請
求
権
が
認
め
ら
れ
得
る
と
す
る
。
ポ
ス
ト
は
、
売
主
が
暇
庇
あ
る
給
付

を
行
っ
た
場
合
に
、
そ
の
受
領
を
拒
絶
し
て
完
全
な
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
目
的
物
を
拒
絶
し
な
い
と
き
に
は
完
全
履

行
の
訴
え
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
代
金
全
額
の
拒
絶
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
引
渡
時
に
存
在
し
た
が
通
常
の
検
査



で
は
発
見
さ
れ
な
い
隠
れ
た
暇
庇
に
つ
い
て
は
、
適
時
の
通
知
を
前
提
に
、
損
害
賠
償
、
代
金
減
額
、
解
除
の
権
利
が
買
主
に
認
め

（
口
）

ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
ポ
ス
ト
の
理
論
は
、
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
と
同
様
に
、
検
査
・
通
知
を
前
提
と
し
た
商
法
論
理
で
の
「
商
品
の
承

認
」
に
よ
っ
て
、
暇
庇
担
保
責
任
の
種
類
債
務
へ
の
適
用
を
認
め
る
論
理
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
八
六
O
年
以
降
、
テ
l

ル
理
論
に
由
来
す
る
種
類
債
務
へ
の
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
否
定
理
論
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ホ
フ
マ

ン
は
、
契
約
に
適
合
し
て
い
な
い
商
品
の
引
渡
し
は
「
未
だ
全
く
引
渡
し
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
と
同
様
」
で
あ
り
、
買
主
は
給

暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

付
を
拒
絶
し
て
売
買
代
金
の
支
払
を
拒
絶
し
、
代
物
給
付
を
請
求
で
き
る
と
す
る
。
買
主
の
代
金
減
額
請
求
に
つ
い
て
も
、
約
束
さ

れ
た
給
付
と
現
実
に
為
さ
れ
た
給
付
と
の
差
額
を
請
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
買
主
の
権
利

（
団
）

は
法
の
厳
格
な
解
釈
か
ら
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
商
取
引
に
お
け
る
売
主
の
利
益
の
配
慮
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
ヴ
ェ
ヘ
タ
ー

も
ホ
フ
マ
ン
同
様
、
買
主
に
代
物
給
付
請
求
、
損
害
賠
償
請
求
と
並
ん
で
、
契
約
不
適
合
物
を
受
領
し
つ
つ
損
害
賠
償
を
請
求
す
る

（
四
）

こ
と
に
よ
る
事
実
上
の
代
金
減
額
を
認
め
る
。
ガ
ラ
イ
ス
も
、
基
本
的
に
テI
ル
理
論
に
依
り
つ
つ
、
代
金
減
額
に
つ
い
て
は
、
売

主
が
む
し
ろ
損
害
賠
償
や
代
物
給
付
を
望
む
場
合
に
「
取
引
の
安
全
を
重
大
に
危
殆
化
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」
と
し
つ
つ
、
次
に

見
る
ヴ
イ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
と
同
様
に
、
買
主
が
商
品
を
保
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
売
主
の
利
益
を
証
明
す
る
場
合
に
の
み
、
売
買

（
却
）

契
約
に
基
づ
く
訴
権
に
よ
る
代
金
減
額
を
認
め
よ
う
と
す
る
。

2 

ド
イ
ツ
普
通
法
学
説

一
八
六
O
年
以
前
、
普
通
法
学
説
で
は
種
類
売
買
に
お
け
る
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
問
題
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
見
出
せ
な
い
。

フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
の
一
八
五
六
年
版
の
体
系
書
に
は
、
そ
の
論
点
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
次
の
版
で
よ
う
や

一
八
六
O
年
以
前
に
、
普
通
法
学
説
は
、
種
類
売
買
に
お
け
る
そ
の
問
題
を
意
識

事
実
、

く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
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し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。



こ
の
問
題
を
普
通
法
上
明
確
に
論
じ
た
塙
矢
と
目
さ
れ
る
の
は
、
ベ
ッ
カ
ー
で
あ
る
。
ベ
ツ
カ

l

は
、
テ
ー
ル
理
論
が
契
約
不
適
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合
と
椴
庇
の
問
題
を
混
同
し
て
い
る
と
批
判
し
、
契
約
に
従
っ
て
取
り
出
さ
れ
る
べ
き
種
類
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
商
品
で
あ
れ
ば
、

そ
の
商
品
は
契
約
に
適
合
し
て
い
る
と
い
う
。
仮
に
契
約
不
適
合
で
あ
れ
ば
、
全
く
履
行
が
な
い
こ
と
と
な
る
た
め
、
テ
ー
ル
と
同

様
に
代
物
給
付
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
適
合
物
で
あ
っ
て
も
暇
庇
が
あ
る
場
合
に
は
、
買

主
に
代
物
給
付
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
按
察
官
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
契
約
に
適
合
し
た
目
的
物
が
給

付
さ
れ
た
以
上
、
種
類
売
買
は
特
定
物
売
買
に
移
行
し
、
そ
の
瞬
間
か
ら
特
定
物
売
買
に
認
め
ら
れ
る
規
則
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う

（
幻
）

の
で
あ
る
。
こ
の
ベ
ッ
カ

l

理
論
を
踏
襲
す
る
の
が
フ
ォ
ン
・
レ
l

マ
ー
で
あ
る
。
フ
ォ
ン
・
レ

l

マ
ー
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
内
容

に
よ
っ
て
物
が
有
し
て
は
な
ら
な
い
暇
庇
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
物
の
給
付
は
契
約
不
適
合
で
あ
り
、
買
主
に
不
履
行
に
基
づ

く
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
物
が
約
束
さ
れ
た
性
状
を
有
す
る
も
の
の
、
た
と
え
ば
ア
ラ
ビ
ア
産
の
栗
毛
の
馬
が
売

買
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
引
き
渡
さ
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
産
の
栗
毛
の
馬
に
病
気
が
あ
っ
た
場
合
の
よ
う
に
、
隠
れ
た
暇
庇
が
あ
っ
た
場
合
に

（
幻
）

は
、
約
束
さ
れ
た
給
付
は
実
現
さ
れ
て
い
る
た
め
債
権
は
消
滅
す
る
も
の
の
、
買
主
に
は
按
察
官
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
こ

こ
に
、
契
約
不
適
合
す
な
わ
ち
債
務
不
履
行
と
暇
庇
物
給
付
の
問
題
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
テ
l

ル
理
論
を
受
け
継
ぐ
見
解
も
存
在
す
る
。
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
は
、
按
察
官
訴
権
が
特
定
物
売
買
に
し
か
関
与

せ
ず
、
種
類
売
買
に
お
け
る
契
約
不
適
合
物
な
い
し
暇
庇
あ
る
目
的
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
、
買
主
に
は
代
物
給
付
請
求
権
が
認

（
幻
）

め
ら
れ
る
と
す
る
。
同
様
に
、
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ
も
暇
庇
担
保
責
任
の
短
期
消
滅
時
効
は
、
取
庇
の
な
い
こ
と
を
当
然
に
契
約
内
容
と

（
剖
）

す
る
種
類
売
買
に
は
適
用
が
な
い
と
す
る
。
と
り
わ
け
、
テ
ー
ル
理
論
の
発
展
に
と
っ
て
意
味
が
あ
っ
た
の
は
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ

ト
の
支
持
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
種
類
売
買
で
暇
庇
の
な
い
給
付
が
黙
示
で
合
意
さ
れ
て
い
る
以
上
、
暇
庇

あ
る
給
付
は
買
主
の
受
領
に
も
か
か
わ
ら
ず
契
約
の
履
行
を
も
た
ら
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
買
主
に
は
代
物
給
付
請
求
お
よ
び
損

害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
種
類
売
買
に
暇
庇
担
保
責
任
は
適
用
余
地
が
な
い
と
い
う
。
こ
の
代
物
給
付
は
、
買
主



が
全
額
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
場
合
は
別
と
し
て
、
売
主
の
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
権
利
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
買
主
が
暇
庇
あ
る

目
的
物
を
保
持
し
つ
つ
代
金
の
減
額
を
求
め
る
に
は
、
そ
の
保
持
が
売
主
の
利
益
に
も
な
る
こ
と
を
買
主
が
証
明
で
き
な
け
れ
ば
な

（
お
）

ら
な
い
。

一
八
六
0
年
代
か
ら
七
0
年
代
に
か
け
て
、
種
類
売
買
へ
の
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
普
通
法

学
お
よ
び
商
法
学
を
巻
き
込
む
重
大
な
争
点
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
問
題
に
一
つ
の
重
大
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
次
の
ゴ
ル

こ
の
よ
、
つ
に
、

ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

3 

ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
論

一
八
七
四
年
に
公
表
さ
れ
た
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
は
、
種
類
売
買
へ
の
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
問
題
を
最
も
詳
細
に
検
討

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
適
用
肯
定
理
論
の
理
論
的
基
礎
を
明
確
に
し
た
点
で
極
め
て
重
要
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
し
か
る
べ

（
部
）

き
も
の
で
あ
ろ
う
。

E院抗概念の変容と商法五二八条の命運

種
類
売
買
へ
の
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
を
否
定
す
る
普
通
法
上
の
根
拠
に
対
し
て
、
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
以
下
の
三
つ
を
反
駁

す
る
。
ま
ず
、
按
察
官
訴
権
が
特
定
物
売
買
に
の
み
関
係
す
る
と
の
論
拠
に
関
し
て
、
ロ
ー
マ
法
源
に
按
察
官
訴
権
を
種
類
売
買
に

適
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
根
拠
は
見
出
し
が
た
い
と
の
議
論
を
扱
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
法
が
制
限
種
類
売
買
し
か
規
定
し
て

お
ら
ず
、
一
般
の
種
類
売
買
が
近
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
た
法
律
構
成
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

種
類
売
買
は
履
行
時
に
特
定
物
を
売
買
目
的
物
と
し
て
確
定
し
、
そ
の
時
点
で
売
買
が
完
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
完
成
さ
れ

た
売
買
に
適
用
さ
れ
る
法
理
が
お
し
な
べ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
種
類
売
買
が
ロ

l

マ
法
で
は
二
つ
の

問
答
契
約
の
形
式
で
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
に
売
買
法
理
が
適
用
さ
れ
得
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
通

（
訂
）

法
は
種
類
売
買
を
売
買
法
理
で
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
形
式
的
な
反
論
は
意
味
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
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次
に
、
按
察
官
訴
権
は
売
買
目
的
物
の
完
全
な
給
付
を
前
提
と
す
る
の
に
対
し
て
、
種
類
売
買
で
は
合
意
さ
れ
た
性
状
が
欠
け
る

給
付
や
暇
抗
の
あ
る
給
付
は
不
履
行
と
な
る
た
め
、
按
察
官
訴
権
は
種
類
売
買
に
適
用
さ
れ
得
な
い
と
の
論
拠
を
検
討
す
る
。
確
か

に
、
特
定
物
売
買
で
は
暇
庇
が
あ
っ
て
も
、
売
買
目
的
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
給
付
は
完
了
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
種
類
売
買
で

は
合
意
さ
れ
た
種
類
に
属
さ
な
い
物
ま
た
は
合
意
さ
れ
た
性
状
を
欠
く
物
の
給
付
は
、
合
意
さ
れ
た
物
の
給
付
で
は
な
く
、
買
主
に

代
物
給
付
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
暇
庇
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
な
い
。
特
定
物
売
買
で
は
、
取
庇

の
な
い
こ
と
は
黙
示
の
契
約
内
容
と
は
な
ら
ず
、
こ
の
場
合
に
こ
そ
按
察
官
訴
権
が
買
主
に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
種
類
売

買
で
も
何
ら
異
な
ら
な
い
。
「
『
三
歳
の
茶
色
の
軍
馬
』
を
給
付
す
る
義
務
を
負
う
者
は
、
こ
の
性
状
を
有
す
る
馬
の
給
付
に
よ
っ
て

契
約
を
履
行
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
馬
が
強
情
ま
た
は
生
意
気
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
『
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
描
い
た
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼

の
刷
り
は
、
常
に
約
束
さ
れ
た
銅
版
画
で
あ
る
。
錆
び
た
『
ゾl
リ
ン
ゲ
ン
の
鉄
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拝
堂
の
聖
母
を
刷
っ
た
ミ
ユ
l

ラ
l

の
銅
版
画
』

製
品
』
は
、
常
に
約
束
さ
れ
た
商
品
で
あ
る
」
。

あ
る
い
は
ま
た
、
合
意
さ
れ
た
性
状
を
欠
く
給
付
あ
る
い
は
暇
庇
の
あ
る
物
の
給
付
を
異
種
物
給
付
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
代

物
弁
済
な
い
し
新
た
な
売
買
契
約
の
申
し
込
み
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
種
類
債
務
の
履
行
で
あ
り
、
種
類
の

中
か
ら
売
主
に
よ
っ
て
分
離
・
提
供
さ
れ
、
買
主
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
た
特
定
物
が
売
買
目
的
物
と
な
る
。
す
べ
て
の
種
類
売
買
は
、

為
さ
れ
る
べ
き
給
付
、
ま
た
は
、
為
さ
れ
る
べ
き
給
付
と
し
て
買
主
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
物
売
買
へ
と
転

化
す
る
。
そ
の
時
点
で
売
買
契
約
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
危
険
移
転
が
売
買
の
完
成
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、

（
却
）

按
察
官
訴
権
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

三
つ
日
の
根
拠
と
し
て
、
按
察
官
訴
権
は
、
商
品
が
売
買
契
約
締
結
時
に
買
主
に
提
示
さ
れ
ま
た
は
存
在
し
た
こ
と
に
立
脚
す
る

た
め
、
種
類
売
買
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
し
か
し
、
按
察
官
訴
権
が
適
用
さ
れ
る
の
は
売
買
の
完

（
却
）

成
時
で
あ
り
、
種
類
売
買
で
は
こ
の
完
成
時
が
契
約
締
結
時
に
一
致
し
な
い
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
以
上
の
論
拠
か
ら
、
種
類
売
買



暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

に
も
按
察
官
訴
権
は
、
以
下
の
要
件
で
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。

ま
ず
、
危
険
移
転
時
を
基
準
に
、
そ
の
時
に
存
在
し
た
暇
庇
ま
た
は
契
約
違
反
に
つ
い
て
、
売
主
の
責
任
が
問
題
に
な
る
。
買
主

が
知
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
契
約
違
反
ま
た
は
明
ら
か
な
暇
庇
に
つ
い
て
、
責
任
は
問
わ
れ
な
い
。
そ

の
際
に
、
買
主
の
暇
庇
ま
た
は
契
約
違
反
の
認
識
基
準
時
は
、
買
主
が
種
類
売
買
の
履
行
と
し
て
給
付
さ
れ
た
特
定
物
を
検
査
で
き

る
立
場
に
置
か
れ
た
時
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
買
主
が
商
品
を
契
約
不
適
合
と
し
て
拒
否
す
る
な
ら
、
代
物
給
付
と
損
害
賠
償
を

（
却
）

請
求
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
ら
か
な
暇
庇
に
も
か
か
わ
ら
ず
買
主
が
受
領
す
る
な
ら
、
代
物
給
付
、
損
害
賠
償
お
よ
び
解
除

権
は
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
代
金
減
額
請
求
権
は
排
斥
さ
れ
な
い
。
こ
の
代
金
減
額
の
権
利
は
、
契
約
訴
権
で
あ
り
得
る
し
、
ま

（
泊
）

た
按
察
官
訴
権
で
あ
り
得
る
。
こ
の
場
合
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
が
い
う
よ
う
に
、
物
の
保
持
に
売
主
が
利
益
を
有
す
る
こ
と
の
証

（
沼
）

明
は
必
要
な
い
。
売
主
側
へ
の
利
益
の
配
慮
は
、
買
主
の
利
益
保
護
の
前
に
後
退
す
る
と
い
う
。

他
方
で
、
受
領
後
に
は
じ
め
て
契
約
不
適
合
が
明
ら
か
と
な
る
場
合
、
買
主
に
は
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。
代
物
給
付

請
求
権
に
つ
い
て
は
買
主
の
錯
誤
が
問
題
と
な
る
。
受
領
さ
れ
た
特
定
物
が
売
買
目
的
物
で
あ
る
と
の
錯
誤
は
、
そ
の
性
状
が
本
質

的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
、
原
則
と
し
て
無
効
を
も
た
ら
す
た
め
、
こ
の
原
則
に
則
れ
ば
、
代
物
給
付
請
求
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
錯
誤
が
履
行
に
関
す
る
場
合
、
契
約
締
結
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
扱
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
代
物
給
付
請
求
は
否
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
さ
ら
に
、
買
主
に
按
察
官
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
が
、
買
主
が
代
金
減
額
を
主
張
す
る
こ
と
を
免
れ
る
た
め

に
、
売
主
が
目
的
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
売
主
が
契
約
違
反
の
目
的
物
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
売

主
が
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
問
題
な
い
が
、
売
主
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
買
主
の
目
的
物
取
得
意
思
が

優
先
し
、
売
主
の
取
り
戻
し
は
認
め
ら
れ
な
い
。
受
領
後
に
暇
庇
が
明
ら
か
と
な
る
場
合
、
暇
庇
担
保
責
任
が
問
題
と
な
り
、
錯
誤

（
お
）

は
排
斥
さ
れ
る
。
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以
上
の
普
通
法
理
論
は
、
商
法
典
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
。
ま
ず
、
隔
地
売
買
で
は
、
買
主
の
通
知
義
務
と
期
間
制
限
に
よ
り
買



主
の
権
利
は
制
限
さ
れ
る
。
通
知
の
悌
怠
が
商
品
の
承
認
を
も
た
ら
す
限
り
、
代
金
減
額
請
求
権
も
排
斥
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
商
人
の
品
質
が
種
類
売
買
に
お
け
る
売
主
の
責
任
基
準
と
さ
れ
る
が
、
法
律
が
商
人
の
品
質
に
つ
い
て
黙
示
の
合
意
を
認
め

る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
黙
示
の
合
意
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
も
、
按
察
官
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
単
な
る
暇

（
担
）

庇
だ
け
で
は
な
く
一
定
の
契
約
違
反
に
も
拡
張
さ
れ
う
る
。
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以
上
の
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
論
は
、
ベ
ッ
カ
l

が
主
張
し
て
以
降
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
、
契
約
不
適
合
と

暇
庇
概
念
の
峻
別
を
基
礎
に
し
て
、
さ
ら
に
受
領
に
よ
る
代
物
給
付
請
求
権
の
排
斥
も
示
唆
し
た
。
も
と
よ
り
、
契
約
不
適
合
の
場

合
に
買
主
に
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
受
領
に
よ
る
全
面
的
な
債
務
不
履
行
の
解
消
を
調
う
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
契
約
不
適
合
と
暇
抗
と
い
う
基
準
に
加
え
て
受
領
と
い
う
二
重
の
基
準
に
よ
っ
て
、
債
務
不
履
行
と
暇
庇
担
保
の
適
用
領

域
を
区
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

4 

ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
論
以
降

ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
以
降
、
そ
れ
に
追
随
す
る
学
説
が
多
く
見
ら
れ
る
。

フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
は
、
暇
庇
あ
る
種
類

物
の
給
付
は
特
定
物
の
場
合
と
異
な
っ
て
不
履
行
で
あ
り
、
買
主
は
代
物
給
付
を
請
求
で
き
る
が
、
取
庇
あ
る
種
類
物
を
契
約
の
履

行
と
し
て
買
主
が
受
領
す
る
場
合
、
そ
の
時
か
ら
契
約
は
当
初
か
ら
の
特
定
物
売
買
と
同
様
の
売
買
と
し
て
扱
わ
れ
、
按
察
官
訴
権

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
す
る
。
た
だ
注
意
が
必
要
な
の
は
、
「
給
付
の
受
領
に
は
商
品
の
承
認
は
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
の

（
話
）

も
、
承
認
の
場
合
に
は
、
当
然
、
按
察
官
訴
権
は
放
棄
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
。
ハ
ナ
ウ
ゼ
ク
は
、

ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
論
を
基
本
的
に
踏
襲
し
、
契
約
不
適
合
物
給
付
の
場
合
に
、
買
主
が
知
ら
ず
に
受
領
を
す
れ
ば
、
原
則
と
し

て
代
物
給
付
お
よ
び
損
害
賠
償
の
請
求
を
認
め
る
。
し
か
し
、
買
主
が
そ
れ
を
履
行
と
し
て
扱
う
場
合
に
は
、
按
察
官
訴
権
に
加
え

て
確
約
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
契
約
訴
権
を
認
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
ら
か
な
不
適
合
の
場
合
、
買
主
が
受
領
し
な
い
限



り
代
物
請
求
や
損
害
賠
償
が
可
能
で
あ
る
が
、
代
金
減
額
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
暇
庇
あ
る
給
付
に
つ
い
て
は
、
按
察
官
訴
権
の

（
部
）

み
を
認
め
る
。
バ
ロ
ン
は
、
「
暇
庇
あ
る
種
類
物
の
引
渡
し
に
は
、
不
履
行
で
は
な
く
、
破
庇
あ
る
特
定
物
の
引
渡
し
の
際
と
同
じ

（
訂
）

よ
う
な
暇
庇
あ
る
履
行
が
存
在
す
る
」
と
し
て
、
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
を
肯
定
す
る
。
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
も
「
按
察
官
の
法
規
範
は
、（

犯
）

種
類
売
買
で
あ
っ
て
も
、
約
束
さ
れ
た
種
類
の
商
品
が
給
付
さ
れ
た
が
暇
庇
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。

（
却
）

フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
の
よ
う
に
な
お
異
論
は
あ
る
と
は
い
え
、
ベ
ッ
カ
ー
や
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
導
入
し
た
契
約
不
適
合
と

暇
庇
の
概
念
峻
別
が
、
広
く
定
着
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
成
立

暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
三
四
七
条
を
め
ぐ
る
判
例

以
上
の
と
お
り
、
一
九
世
紀
の
終
盤
、
と
り
わ
け
一
八
七
0
年
代
以
降
、
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
と
の
区
別
、
さ
ら
に
種
類

売
買
に
お
け
る
暇
庇
物
給
付
へ
の
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
と
い
っ
た
理
論
的
な
枠
組
み
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ

ろ
が
、
実
務
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
暇
庇
物
と
異
種
物
と
の
区
別
そ
の
も
の
が
、
大
き
な
問
題
を
提
起
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
自
体
は
、
検
査
・
通
知
義
務
を
定
め
る
三
四
七
条
も
含
め
て
、
異
種
物
給
付
に
つ
い
て
と
く
に
規

（
却
）

定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
実
務
は
、
お
そ
ら
く
ベ
ッ
カ
l

の
主
張
以
来
、
当
時
の
理
論
に
定
着
を
見
つ
つ
あ
っ
た
暇

(HU

) 

庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
の
区
別
に
倣
っ
て
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
取
庇
物
給
付
の
場
合
に
の
み
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
に
定
め
ら

れ
た
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
と
短
期
消
滅
時
効
を
適
用
し
た
た
め
、
異
種
物
給
付
の
場
合
に
買
主
は
検
査
・
通
知
義
務
を
負
う
こ

（
必
）

と
は
な
く
、
短
期
消
滅
時
効
の
適
用
も
な
い
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
務
が
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
こ
と
は
、
と
り
わ
け
種
類
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売
買
に
お
い
て
、
破
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
を
区
別
す
る
と
い
う
困
難
な
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。



そ
の
リ
l

デ
イ
ン
グ
・
ケ

l

ス
と
目
さ
れ
る
判
決
は
、
夏
の
ア
ブ
ラ
ナ
の
種
が
売
買
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
売
主
が
給
付
し
た
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の
が
冬
の
種
で
あ
っ
た
た
め
、
売
主
の
給
付
が
異
種
物
で
あ
る
以
上
、
暇
庇
物
給
付
に
関
係
す
る
規
定
の
適
用
は
な
い
と
し
て
、
異

（
円
相
）

種
物
と
暇
庇
物
の
区
別
を
判
断
し
た
。
こ
れ
以
降
、
農
産
物
に
関
し
て
、
売
主
が
主
張
す
る
検
査
・
通
知
義
務
の
悌
怠
や
短
期
消
滅

時
効
の
抗
弁
を
排
斥
す
る
う
え
で
、
異
種
物
給
付
を
認
定
す
る
判
決
が
相
次
い
だ
。
た
と
え
ば
、
芝
草
の
売
買
に
も
か
か
わ
ら
ず
混

（
叫
）

合
草
が
引
き
渡
さ
れ
た
事
案
で
異
種
物
と
す
る
判
決
、
売
主
が
引
き
受
け
た
冬
エ
ン
ド
ウ
豆
の
給
付
へ
の
保
証
を
認
定
し
た
う
え
で
、

取
引
通
念
を
基
準
と
し
て
異
種
物
と
暇
庇
物
を
区
別
す
べ
き
と
し
つ
つ
も
、
「
事
物
の
本
性
」
か
ら
見
て
、
夏
エ
ン
ド
ウ
豆
と
冬
エ

（
必
）

ン
ド
ウ
豆
と
は
異
種
物
で
あ
る
と
す
る
判
決
、
テ
ン
サ
イ
の
種
と
飼
料
用
ビ
l

ト
の
種
と
の
混
同
の
結
果
、
売
買
さ
れ
た
の
と
は
何

（
必
）

か
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
が
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
判
決
、
穀
物
砂
糖
の
売
買
で
加
工
さ
れ
た
シ
ロ

（
灯
）

ツ
プ
が
三
O
%
含
ま
れ
て
い
た
と
き
に
異
種
物
と
す
る
判
決
、
早
め
の
シ
ロ
ツ
メ
グ
サ
は
二
度
刈
り
取
り
で
、
干
し
草
、
飼
料
お
よ

び
種
を
得
る
目
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
年
一
回
刈
り
の
遅
い
シ
ロ
ツ
メ
グ
サ
は
シ
ロ
ツ
メ
グ
サ
の
干
し
草
と
飼
料
を
得
る
た
め
の

（
川
崎
）

も
の
で
あ
る
た
め
、
両
者
は
異
種
物
と
す
る
判
決
、
「
商
事
取
引
に
通
例
の
商
品
分
類
」
に
し
た
が
っ
て
、
引
き
渡
さ
れ
た
挽
き
割

（
却
）

り
麦
の
飼
料
が
、
売
買
さ
れ
た
粗
挽
き
大
麦
と
は
異
な
る
種
類
の
商
品
で
あ
る
と
し
た
原
判
決
の
判
断
を
是
認
す
る
判
決
、
種
子
が

（
印
）

契
約
の
対
象
と
さ
れ
る
限
り
で
種
子
で
は
な
い
商
品
は
異
種
物
と
す
る
判
決
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
異
種
物
給
付
が
争
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
庇
物
給
付
と
扱
う
次
の
よ
う
な
判
決
も
見
出
さ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
問
責
さ
れ
た
内
容
が
種
蒔
用
ホ
ッ
プ
で
は
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
場
合
に
は
、
見
本
と
異
な
る
と
い
う
問
責
と
は
な
ら
な

（
日
）

い
と
し
て
、
暇
庇
物
給
付
で
の
問
責
義
務
違
反
を
認
め
る
判
決
、
引
き
渡
さ
れ
た
三
O
O
ツ
エ
ン
ト
ナ
l

の
テ
ン
サ
イ
の
種
の
う
ち
、

（
回
）

六
ツ
エ
ン
ト
ナ
l

は
五
｜
一
O
%
の
飼
料
用
ビ
l

ト
の
種
を
含
ん
で
い
た
場
合
に
暇
庇
物
給
付
に
該
当
す
る
と
し
た
判
決
、
注
文
さ

れ
た
純
粋
な
ラ
イ
麦
粉
の
代
わ
り
に
、
二
四
%
の
小
麦
粉
の
混
じ
っ
た
ラ
イ
麦
粉
が
納
入
さ
れ
た
場
合
に
暇
庇
物
給
付
と
扱
う
判
決

（
臼
）

が
あ
る
。



暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

こ
れ
ら
の
判
決
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
暇
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
の
区
別
は
、
取
引
通
念
か
ら
見
た
商
品
分
類
に
属
す
る
か
ど

う
か
を
基
本
的
な
基
準
と
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
売
買
さ
れ
た
糸
が
取
引
通
念
に
適
合
し
た
長
さ
を
備
え

て
い
な
か
っ
た
事
案
で
、
買
主
が
暇
庇
担
保
請
求
権
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
不
履
行
契
約
の
抗
弁
を
主
張
す
る
限
り
、
異
種
物

（
同
）

給
付
と
し
て
扱
う
の
が
適
切
と
す
る
判
決
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
異
種
物
と
暇
庇
物
の
区
別
が
維
持
さ
れ
つ
つ
も
、
買
主
が
求
め
る

救
済
に
よ
っ
て
そ
の
区
別
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
区
別
の
基
準
は
す
で
に
暖
昧
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
ら
に
、
判
決
で
頻
繁
に
登
場
す
る
の
は
有
価
証
券
の
取
引
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
増
資
に
合
わ
せ
て
発
行
が
予
定
さ
れ
た
株
式

が
売
買
さ
れ
た
が
、
実
は
そ
れ
が
す
で
に
横
領
さ
れ
て
い
た
株
式
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
事
案
で
、
異
種
物
給
付
を
認
め
て
、
問

（
日
）

責
義
務
違
反
の
抗
弁
を
排
斥
し
た
判
決
、
売
買
さ
れ
た
公
債
の
一
部
が
す
で
に
償
還
済
み
の
公
債
で
あ
っ
た
場
合
に
、
償
還
済
み
で

（
日
）

は
な
い
公
債
の
売
買
が
約
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
異
種
物
給
付
を
認
定
す
る
判
決
、
引
き
渡
さ
れ
た
株
式
に
欠
損
が
あ
る
た
め
フ

（
訂
）

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
取
引
所
の
慣
習
に
よ
る
取
引
が
で
き
な
い
場
合
に
、
異
種
物
給
付
を
認
め
た
判
決
、
売
買
さ
れ
た
公
債
が
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
取
引
所
で
は
取
引
が
拒
否
さ
れ
た
が
、
外
国
で
の
取
引
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
暇
庇
物
給
付
と
し
て
問
責
義
務
違
反
を
認

（
国
）

め
た
判
決
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
案
で
明
確
な
の
は
、
買
主
が
取
引
で
き
な
い
有
価
証
券
の
取
替
を
売
主
に
対
し
て
求
め
て

い
る
場
合
に
、
こ
う
し
た
請
求
自
体
、
異
種
物
給
付
を
認
定
し
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
眺

め
れ
ば
、
取
引
で
き
な
い
有
価
証
券
の
引
渡
し
が
異
種
物
給
付
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
た
だ
、
一
定
の
取
引
所
で
は

取
引
さ
れ
得
な
く
と
も
他
の
取
引
所
で
取
引
が
可
能
な
場
合
に
は
暇
庇
物
給
付
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
結
論
自
体
、
相
応
な
解
決
が

模
索
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
映
る
。

売
買
さ
れ
た
目
的
物
が
約
定
さ
れ
た
由
来
や
血
統
を
有
し
な
い
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
事
案
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
特
定
銘

柄
の
つ
い
た
煙
草
を
注
文
し
た
と
こ
ろ
、
引
き
渡
さ
れ
た
煙
草
に
は
特
定
の
銘
柄
が
つ
い
て
は
い
た
が
真
正
な
銘
柄
で
は
な
か
っ
た

場
合
に
、
「
真
正
な
も
の
を
模
倣
さ
れ
、
真
正
な
も
の
と
呼
ば
れ
た
商
品
は
、
真
正
な
商
品
と
は
別
の
目
的
物
」
で
あ
る
と
す
る
判

537 



（
印
）

決
、
「
専
門
家
の
鑑
定
に
基
づ
い
て
、
二
疋
の
血
統
が
約
束
さ
れ
て
い
る
場
合
、
引
き
渡
さ
れ
た
異
な
る
血
統
の
家
畜
は
、
異
な
る

（
的
）

目
的
物
で
あ
る
」
と
す
る
判
決
、
引
き
渡
さ
れ
た
の
が
カ
イ
ロ
で
は
な
く
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
製
造
さ
れ
た
煙
草
で
あ
る
場
合
に
、
買
主

（
臼
）

が
商
品
の
由
来
を
知
っ
て
い
た
と
き
に
は
、
取
庇
物
給
付
と
し
て
問
責
義
務
違
反
を
認
め
る
判
決
が
あ
る
。
こ
の
最
後
の
判
決
に
明

ら
か
な
の
は
、
救
済
に
値
す
る
買
主
か
ど
う
か
の
判
断
が
、
す
で
に
暇
庇
物
給
付
の
認
定
を
左
右
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
点
に
あ
る
。

さ
ら
に
、
事
案
の
詳
細
は
定
か
で
は
な
い
が
、
た
と
え
異
種
物
給
付
と
見
ら
れ
る
べ
き
事
案
で
あ
っ
て
も
、
引
渡
し
か
ら
相
当
な

期
間
が
経
過
す
る
ま
で
買
主
が
問
責
を
し
な
い
場
合
に
は
、
買
主
が
商
品
を
承
認
し
た
も
の
と
扱
う
余
地
を
認
め
て
い
る
点
で
、
異

（
位
）

種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
の
境
界
を
唆
昧
に
す
る
判
決
も
あ
る
。
こ
こ
に
ま
で
至
る
と
き
、
す
で
に
暇
庇
物
と
異
種
物
の
区
別
は
、

相
当
程
度
ま
で
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
制
定

以
上
に
見
た
と
お
り
、
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
三
四
七
条
の
問
責
義
務
お
よ
び
三
四
九
条
の
短
期
消
滅
時
効
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
、

当
時
の
実
務
が
い
か
に
大
き
な
混
乱
に
陥
っ
て
い
た
の
か
が
、
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
異
種
物
と
殻
庇
物
の
境
界
を
い
か
に
し
て
画
す

（
回
）

ぺ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
は
、
ド
イ
ツ
商
法
典
の
編
纂
過
程
に
も
、
大
き
な
問
題
を
投
げ
掛
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
さ
に
そ
の
こ

と
を
考
慮
し
て
、
帝
国
司
法
省
に
お
い
て
一
八
九
五
年
春
ま
で
に
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ホ
フ
マ
ン
が
作
成
し
た
「
ド
イ
ツ
帝
国
の
た
め

の
商
法
典
草
案
（
帝
国
司
法
省
第
一
草
案
）
」
コ
二
九
条
は
、
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
に
は
存
在
し
な
い
新
た
な
規
定
を
定
め
る
に
至
つ

（
臼
）

た
の
で
あ
る
。

帝
国
司
法
省
第
一
草
案
＝
二
九
条

二
二
七
条
、
三
一
八
条
の
規
定
は
、
定
め
ら
れ
た
の
と
は
異
な
る
商
品
又
は
定
め
ら
れ
た
の
と
は
異
な
る
商
品
量
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合



に
も
、
引
き
渡
さ
れ
た
商
品
が
明
ら
か
に
注
文
か
ら
、
売
主
が
買
主
の
承
認
を
排
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
著
し
く

逸
脱
し
て
い
な
い
限
り
、
適
用
さ
れ
る
。

こ
の
規
定
の
根
拠
に
つ
い
て
、
覚
書
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
遅
滞
な
き
検
査
・
通
知
義
務
の
慨
怠
が
商
品
の
承

暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

認
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
規
則
（
現
行
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
七
条
、
草
案
三
一
七
条
）
は
、
商
品
の
性
状
の
暇
庇
に
の
み
関
係
し
、
合

意
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
種
類
の
商
品
ま
た
は
商
品
量
の
引
渡
し
の
場
合
に
は
関
係
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
破
庇

物
の
場
合
と
異
種
物
の
場
合
と
で
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
が
多
く
、
引
き
渡
さ
れ
た
商
品
が
専
門
家
の
判
断
に

基
づ
く
取
引
通
念
か
ら
は
異
種
物
と
さ
れ
て
も
、
買
主
の
利
用
目
的
か
ら
す
れ
ば
暇
庇
が
あ
る
場
合
よ
り
も
利
用
に
と
っ
て
価
値
が

あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
取
庇
物
の
引
渡
し
の
場
合
と
異
種
物
の
引
渡
し
の
場
合
と
を
常
に
同
視
す
る
わ
け
に

は
い
か
ず
、
引
き
渡
さ
れ
た
商
品
が
合
意
さ
れ
た
の
と
は
全
く
共
通
性
を
有
さ
ず
、
明
ら
か
に
買
主
の
利
用
目
的
に
と
っ
て
意
味
を

持
た
な
い
場
合
に
は
、
な
お
暇
庇
あ
る
商
品
の
引
渡
し
の
場
合
と
は
区
別
さ
れ
、
遅
滞
な
き
検
査
・
通
知
義
務
は
適
用
さ
れ
な
い
の

で
あ
る
。
な
お
、
三
一
八
条
（
現
行
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
九
条
）
の
買
主
の
商
品
保
存
義
務
が
異
種
物
ま
た
は
合
意
さ
れ
た
の
と
は
異

な
る
商
品
量
の
引
渡
し
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
は
旧
法
上
（
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
三
四
八
条
）
争
わ
れ
て
い
る
が
、
草
案
は
こ

の
問
題
も
同
様
に
、
売
主
が
買
主
の
承
認
を
排
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
注
文
と
は
明
ら
か
に
著
し
く
逸

（
臼
）

脱
し
な
い
場
合
を
基
準
に
判
断
す
る
こ
と
と
し
た
と
い
う
。

こ
の
草
案
コ
二
九
条
に
関
し
て
、
「
商
法
典
草
案
の
鑑
定
の
た
め
の
委
員
会
」
で
は
、
無
用
な
紛
争
を
回
避
す
る
た
め
に
、
異
種

物
給
付
に
お
い
て
買
主
の
承
認
が
期
待
で
き
な
い
と
す
る
要
件
を
削
除
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
、
不
当
な
商
品
ま
た
は

商
品
量
の
引
渡
し
に
際
し
て
、
買
主
の
沈
黙
が
常
に
承
認
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
草
案
が
支
持
さ
れ
た
。
し
か
も
、
こ

の
理
は
、
検
査
・
通
知
義
務
だ
け
で
は
な
く
、
買
主
の
保
存
義
務
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
検
査
・
通
知
義
務
を
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一
方
的
商
行
為
に
拡
張
し
よ
う
と
す
る
提
案
者
の
間
で
は
、
本
条
も
検
査
・
通
知
義
務
に
関
す
る
草
案
コ
二
七
条
と
同
様
に
拡
張
さ

れ
る
べ
き
か
否
か
で
見
解
が
分
か
れ
た
。
検
査
に
よ
っ
て
始
め
て
異
種
物
か
否
か
が
判
明
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
規
定
を
双
540 

方
的
商
行
為
に
限
定
す
る
立
場
が
主
張
さ
れ
、
さ
ら
に
、

（
侃
）

せ
ば
足
り
る
と
す
る
立
場
も
表
明
さ
れ
た
。

一
方
的
商
行
為
に
は
通
知
義
務
で
は
な
く
、
二
二
八
条
の
保
存
義
務
を
課

こ
の
草
案
コ
二
九
条
に
つ
い
て
は
、
農
業
専
門
家
会
議
で
も
異
論
が
提
起
さ
れ
た
。

一
方
で
、
こ
の
規
定
が
異
種
物
を
送
り
つ
け

ら
れ
る
買
主
を
不
当
に
害
し
、
合
意
さ
れ
た
以
上
の
商
品
量
を
送
り
つ
け
る
仲
買
人
の
「
悪
癖
」
を
助
長
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

他
方
で
、
買
主
の
沈
黙
が
承
認
を
意
味
す
る
の
は
注
文
か
ら
の
逸
脱
が
「
非
本
質
的
」
な
場
合
で
あ
り
、
こ
の
規
定
の
適
用
範
囲
が

広
す
ぎ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
、
帝
国
司
法
省
側
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
必
要
性
を
説
き
、
異
種
物
の
送
付
の
際
に
は
常
に

（
町
）

「
本
質
的
」
な
逸
脱
が
存
在
す
る
た
め
、
提
案
者
側
の
よ
う
な
基
準
は
推
奨
さ
れ
な
い
と
反
論
し
た
。

こ
の
よ
う
な
異
論
が
提
起
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
、
こ
の
草
案
内
容
は
、

（
回
）

案
三
五
O
条
に
修
正
な
く
引
き
継
が
れ
た
。

一
八
九
六
年
六
月
に
作
成
さ
れ
た
帝
国
司
法
省
第
二
草

帝
国
司
法
省
第
二
草
案
三
五

O
条

三
四
八
条
、
三
四
九
条
の
規
定
は
、
合
意
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
商
品
ま
た
は
合
意
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
商
品
量
が
引
き
渡
さ
れ
た
場

合
で
も
、
引
き
渡
さ
れ
た
商
品
が
明
ら
か
に
注
文
か
ら
、
売
主
が
買
主
の
承
認
を
排
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
著
し

く
逸
脱
し
て
い
な
い
限
り
、
適
用
さ
れ
る
。

こ
の
規
定
は
さ
ら
に
そ
の
後
、
批
判
と
審
議
を
踏
ま
え
た
う
え
で
一
八
九
七
年
一
一
月
に
作
成
さ
れ
、
翌
年
帝
国
議
会
へ
提
出
さ

れ
た
草
案
三
七
一
条
に
引
き
継
が
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
第
一
八
委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
、
こ
の
三
七
一
条
を
三
六
九

a

条
と
し



て
検
査
・
通
知
義
務
に
関
す
る
草
案
三
六
九
条
の
直
後
に
移
動
さ
せ
て
、
買
主
の
保
存
義
務
に
関
す
る
草
案
三
七

O
条
に
は
適
用
し

な
い
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
そ
の
根
拠
で
あ
る
が
、
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
に
関
す
る
規
定
も
異
種
物
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
当

該
規
定
も
、
共
に
双
方
的
商
行
為
に
の
み
妥
当
す
る
の
に
対
し
て
、
買
主
の
商
品
保
存
義
務
は
暇
庇
あ
る
物
の
引
渡
し
の
場
合
に
の

み
限
ら
れ
ず
、
よ
り
広
く
、
遅
延
引
渡
し
、
異
種
物
引
渡
し
、
超
過
引
渡
し
、
包
装
に
暇
庇
の
あ
る
引
渡
し
の
場
合
等
に
も
妥
当
す

（
的
）

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
草
案
三
七
一
条
は
、
最
終
的
に
一
八
九
七
年
に
公
布
さ
れ
た
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条

三
七
七
条
の
規
定
は
、
約
束
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
商
品
ま
た
は
約
束
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
商
品
量
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
で
も
、
引

き
渡
さ
れ
た
商
品
が
明
ら
か
に
注
文
か
ら
、
売
主
が
買
主
の
承
認
を
排
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
著
し
く
逸
脱
し
て

い
な
い
限
り
、
適
用
さ
れ
る
。

暇抗概念の変容と商法五二八条の命運

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ド
イ
ツ
商
法
典
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
（
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
七
条
）
は
、
暇
庇
あ

る
物
の
引
渡
し
は
も
と
よ
り
、
異
種
物
引
渡
し
で
も
、
買
主
の
承
認
が
得
ら
れ
な
い
程
度
に
逸
脱
が
著
し
く
な
い
場
合
に
も
適
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
買
主
に
引
渡
し
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
引
渡
し
が
暇
庇
物
の
引
渡
し
か
異
種
物
の
引
渡

し
か
を
区
別
す
る
必
要
は
な
く
な
る
と
は
い
え
、
今
度
は
異
種
物
で
あ
っ
て
も
買
主
の
承
認
が
期
待
さ
れ
う
る
か
否
か
が
判
断
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
暇
抗
物
（
u
z
g
）
と
異
種
物
（
巳
z
e

の
区
別
は
、
普
通
法
上
暇
庇
担
保
責
任
を
種
類
売
買
に
適
用

す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
論
理
と
し
て
確
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
区
別
が
ド
イ
ツ
商
法
典
に
も
買
主
の
承
認
可
能
性
を
介
し
て
、
や
や
形

を
変
え
な
が
ら
依
然
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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四

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
破
庇
概
念
の
変
容

暇
庇
担
保
責
任
と
商
法
典
三
七
八
条
の
不
調
和

ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
は
、
以
上
に
見
た
と
お
り
、
実
務
が
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
三
四
七
条
を
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
を
異

種
物
に
適
用
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
暇
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
を
区
別
す
る
と
い
う
解
決
困
難
な
問
題
を
回
避
す
る
べ
く
工
夫

さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
暇
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
の
区
別
は
極
め
て
困
難
な
た
め
、
注
文
か
ら
大
き
く
逸

脱
し
て
い
て
買
主
の
承
認
が
期
待
で
き
な
い
と
の
新
た
な
基
準
に
入
れ
替
え
ら
れ
で
も
、
両
者
の
境
界
線
引
き
の
問
題
が
、
本
質
的

に
改
善
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
単
に
商
法
上
の
検
査
・
通
知
義
務
の
適
用
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

実
体
的
な
権
利
関
係
に
お
い
て
も
、
暇
庇
物
に
は
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
他
方
で
、
異
種
物
給
付
は
債
務
不
履

行
で
あ
る
か
ら
一
般
給
付
障
害
法
が
適
用
さ
れ
る
と
評
価
す
る
と
、
暇
庇
物
と
異
種
物
で
は
法
律
効
果
自
体
が
大
き
く
異
な
る
こ
と

に
も
問
題
を
残
す
こ
と
と
な
る
。
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
、
実
務
は
さ
ら
に
解
決
工
夫
を
模
索
し
て
、
迷
走
を
示
す
こ

と
と
な
っ
た
。

た
と
え
ば
、
夏
小
麦
の
種
が
売
買
さ
れ
た
と
こ
ろ
冬
小
麦
の
種
が
引
き
渡
さ
れ
た
事
案
で
、
た
と
え
異
種
物
給
付
と
し
て
も
、
す

で
に
商
法
三
七
八
条
が
こ
の
区
別
を
排
除
し
て
い
る
た
め
、
承
認
さ
れ
得
る
異
種
物
給
付
に
も
暇
庇
担
保
責
任
の
消
滅
時
効
規
定
の

（
河
）

適
用
が
あ
る
と
す
る
判
決
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
ア
ブ
ラ
ナ
が
注
文
さ
れ
た
が
、
納
入
さ
れ
た
種
が
売
買
さ
れ
た
種
が
生
み
出
す

は
ず
の
収
穫
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
収
穫
し
か
生
み
出
さ
な
か
っ
た
場
合
に
、
確
約
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
、
取
庇

（
九
）

担
保
責
任
の
消
滅
時
効
規
定
の
適
用
を
認
め
る
判
決
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夏
ラ
イ
麦
に
代
え
て
冬
ラ
イ
麦
が
引
き
渡
さ
れ
た

事
案
で
、
「
問
題
と
な
る
の
は
、
二
つ
の
異
な
る
性
質
を
持
つ
種
の
種
類
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
取
庇
担
保
責
任
規
定
の
適
用
を
排



（η
）
 

除
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
三

O
年
の
一
般
消
滅
時
効
規
定
の
適
用
を
認
め
る
判
決
が
あ
る
。
ま
た
、
点
滴
重
量
の
過
少
な
引
渡

し
に
つ
い
て
買
主
の
問
責
が
遅
れ
た
事
案
で
、
引
き
渡
さ
れ
た
量
が
注
文
量
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
た
め
、
買
主
の
承
認
が
期
待
で

（
苅
）

き
な
い
と
し
て
、
買
主
の
請
求
を
認
め
る
判
決
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
納
入
さ
れ
た
タ
マ
ネ
ギ
が
特
定
種
の
タ
マ
ネ
ギ
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
買
主
が
問
責
し
な
か
っ
た
た
め
、
買
主
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
暇
庇
担
保
責
任
規
定
に
よ
っ
て
時
効
消
滅
し
た
か
ど
う
か
が

争
わ
れ
た
事
案
で
、
商
法
典
三
七
八
条
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
異
種
物
給
付
で
も
買
主
の
承
認
が
期
待
さ
れ
得
る
限
り
暇
庇
担
保
責

任
規
定
の
適
用
を
認
め
る
趣
旨
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
本
事
案
に
は
、
そ
の
消
滅
時
効
期
間
の
起
算
点
が
、
契
約
さ
れ
た
タ
マ
ネ
ギ
が

（
九
）

引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
時
点
ま
で
遅
ら
せ
る
合
意
が
見
出
さ
れ
る
と
し
た
判
決
も
あ
る
。

暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
お
よ
び
ド
イ
ツ
商
法
典
が
施
行
さ
れ
て
間
も
な
く
、
異
種
物
給
付
に
適
用
さ
れ
る
法
律
効
果
を
め（

河
）

ぐ
っ
て
下
級
審
判
決
が
動
揺
す
る
状
況
の
中
で
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
、
実
務
に
一
定
の
方
向
を
示
す
判
断
を
下
す
こ
と
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
買
主
が
売
主
か
ら
一
五
O
反
の
川
又
絹
を
買
い
受
け
た
と
こ
ろ
一
五

O
反
の
仙
台
絹
が
届
け
ら
れ
た
た
め
、
買
主
は
売

主
に
対
し
て
そ
の
受
領
を
拒
否
し
て
川
又
絹
の
送
付
を
申
し
込
み
、
再
度
売
主
か
ら
川
又
絹
が
届
け
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再

び
そ
の
受
領
を
拒
絶
し
た
と
こ
ろ
、
売
主
が
買
主
に
対
し
て
代
金
の
支
払
を
求
め
た
。
原
審
は
、
仙
台
絹
の
給
付
は
異
種
物
給
付
で

あ
り
、
商
法
典
三
七
八
条
の
適
用
が
あ
っ
て
も
、
買
主
が
売
主
に
対
し
て
主
張
す
る
権
利
は
暇
庇
担
保
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
債

務
不
履
行
に
基
づ
く
権
利
で
あ
る
た
め
、
買
主
が
再
度
の
提
供
を
拒
絶
で
き
る
の
は
買
主
が
有
効
に
契
約
を
解
除
し
て
い
る
場
合
で

あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
む
し
ろ
買
主
が
受
領
遅
滞
に
陥
る
た
め
、
買
主
は
売
買
代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
そ
も
そ
も
商
法
典
三
七
八
条
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
暇
庇
物
給
付
と
異
種

物
給
付
と
を
区
別
す
る
の
が
困
難
な
た
め
、
そ
れ
ら
を
許
容
さ
れ
得
る
範
囲
で
同
一
に
取
り
扱
う
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
異
種
物
給
付

と
暇
庇
物
給
付
を
、
単
に
検
査
・
通
知
義
務
に
関
し
て
同
一
に
取
り
扱
う
だ
け
で
な
く
、
法
律
効
果
に
つ
い
て
も
同
一
に
取
り
扱
う

の
が
そ
の
趣
旨
に
適
う
結
果
、
商
法
典
三
七
八
条
が
適
用
さ
れ
る
限
り
で
、
異
種
物
給
付
に
も
暇
庇
担
保
責
任
の
規
定
が
適
用
さ
れ

543 
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る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
解
除
権
を
規
定
す
る
民
法
典
三
二
六
条
を
適
用
し
た
原
判
決
は
誤

り
で
あ
り
、
暇
庇
担
保
規
定
の
適
用
に
よ
る
解
決
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
て
、
異
種
物
給
付
で
あ
っ
て
も
、
買

主
の
承
認
が
期
待
で
き
る
給
付
で
あ
る
限
り
、
買
主
が
売
主
に
対
し
て
主
張
で
き
る
権
利
は
、
債
務
不
履
行
で
は
な
く
、
暇
庇
担
保

責
任
に
基
づ
く
権
利
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
商
法
典
三
七
八
条
の
適
用
さ
れ
る
範
囲
で
、
異
種
物
給
付
と
蝦
庇
物
給
付
を
ま
っ

（
河
）

た
く
同
一
に
扱
う
方
向
性
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。

544 

2 

客
観
的
暇
庇
概
念
か
ら
主
観
的
暇
庇
概
念
へ
の
移
行

客
観
的
暇
庇
概
念
と
主
観
的
取
庇
概
念

こ
の
よ
う
に
、
法
律
効
果
の
点
で
も
大
き
く
異
な
り
得
る
暇
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
の
区
画
は
、
そ
れ
だ
け
に
な
お
さ
ら
、
大

き
な
困
難
と
議
論
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
上
記
一
九
一
四
年
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
自
体
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
商
取

引
の
数
多
く
の
ケ
l

ス
で
、
暇
庇
あ
る
商
品
の
納
入
か
、
そ
れ
と
も
、
約
束
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
商
品
の
納
入
が
問
題
と
な
る
の

か
と
い
う
問
い
の
判
断
は
、
全
く
困
難
な
判
断
で
あ
り
：
：
：
両
ケ
l

ス
の
区
別
は
、

い
か
な
る
内
面
的
な
正
当
性
も
も
っ
て
い
な

い
」
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
、
両
者
の
境
界
を
画
す
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
境
界
画
定
を
放
棄
す

る
方
向
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
で
に
、
上
記
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
は
商
法
典
三
七
八
条
の
立
法
趣
旨
を
敷
街
す
る
こ
と
か

ら
、
す
で
に
こ
の
解
決
方
向
を
示
唆
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
暇
庇
担
保
責
任
制
度
の
解
釈
に
お
け
る
暇
庇
概
念
に

つ
い
て
、
伝
統
的
な
客
観
的
暇
庇
概
念
か
ら
主
観
的
な
暇
庇
概
念
へ
と
展
開
・
移
行
す
る
趨
勢
が
、
暇
庇
物
と
異
種
物
の
区
画
問
題

（
円
）

の
解
決
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
沌
）

客
観
的
な
暇
庇
概
念
と
は
、
あ
る
物
の
暇
庇
を
そ
の
物
が
属
す
る
種
類
に
お
け
る
通
常
の
性
状
を
欠
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
う

一
九
世
紀
を
通
じ
て
定
着
し
て
い
っ
た
暇
庇
概
念
と
は
、
上
述
の
よ
う
な
議
論
と
実

ま
で
も
な
く
、
ベ
ッ
カ

l

が
提
唱
し
て
以
降
、



い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
暇
庇
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
物
の
暇
庇
を
測
る
際
に
、
当
該
種
類

に
属
す
る
物
の
通
常
の
性
状
・
品
質
と
い
う
客
観
的
な
基
準
を
用
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
暇
庇
概
念
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
が
制

務
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、

E院症概念の変容と商法五二八条の命運

定
さ
れ
た
後
も
な
お
、
支
配
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
品
質
の
よ
い
ソ
ロ
バ
イ
オ
リ
ン
と
し
て
売
買
さ
れ
た
特
定
の
バ
イ

オ
リ
ン
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
価
値
が
な
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
用
の
バ
イ
オ
リ
ン
で
あ
っ
て
も
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
用
の
バ
イ
オ
リ
ン
と
し

て
暇
庇
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
当
事
者
は
ソ
ロ
バ
イ
オ
リ
ン
を
前
提
と
し
て
い
た
が
、
「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
バ
イ
オ
リ

（
乃
）

ン
は
、
決
し
て
暇
庇
あ
る
ソ
ロ
バ
イ
オ
リ
ン
で
は
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
種
類
売
買
に
お
い
て
も
、
暇
庇
物
と
は
当
該
種
類
に
属

す
る
も
の
の
、
暇
庇
を
有
す
る
物
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
異
種
物
と
は
そ
も
そ
も
当
該
物
が
売
買
さ
れ
た
種
類
に
属
さ
な
い
物
を
意

（
剖
）

味
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
さ
に
、
客
観
的
暇
庇
概
念
を
前
提
と
す
る
と
き
、
取
庇
物
と
異
種
物
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

実
務
に
お
い
て
そ
れ
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
創
）

こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
暇
庇
概
念
は
、
暇
庇
を
当
事
者
の
合
意
さ
れ
た
性
状
を
欠
く
こ
と
と
定
義
す
る
。
こ
こ
で
は
、

当
事
者
が
合
意
し
た
性
状
・
品
質
を
基
準
に
し
て
暇
抗
が
測
ら
れ
る
。
す
で
に
性
状
は
動
機
と
評
価
さ
れ
て
意
思
表
示
の
内
容
か
ら

排
除
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
フ
ル
1

メ
が
提
唱
し
た
と
お
り
、
そ
も
そ
も
当
事
者
が
あ
る
目
的
物
を
売
買
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
性

状
を
含
め
て
目
的
物
を
評
価
し
て
売
買
の
対
象
と
す
る
と
き
、
当
事
者
の
意
思
は
目
的
物
の
性
状
も
含
む
内
容
を
持
ち
得
る
。
こ
の

よ
う
に
性
状
も
意
思
表
示
の
内
容
と
な
っ
て
合
意
内
容
と
さ
れ
得
る
と
き
、
当
事
者
が
あ
る
性
状
を
備
え
た
目
的
物
の
売
買
に
合
意

（
回
）

す
れ
ば
、
暇
抗
と
は
ま
さ
に
「
給
付
合
意
に
対
応
す
る
性
質
か
ら
の
逸
脱
」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
特
定
物
売
買
を
想

定
し
た
暇
庇
概
念
を
種
類
売
買
に
も
拡
張
す
る
結
果
、
合
意
さ
れ
た
性
状
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
買
主
に
不
利
益
と
な
る
逸
脱
を
暇
庇
と

（
部
）

し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
異
種
物
す
な
わ
ち
他
の
商
品
種
類
に
属
す
る
こ
と
も
ま
た
、
暇
庇
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

主
観
的
暇
庇
概
念
に
よ
れ
ば
、
合
意
か
ら
の
逸
脱
が
暇
庇
と
な
る
た
め
、
異
種
物
か
暇
庇
物
か
と
い
う
区
別
は
も
は
や
問
題
と
は

（
倒
）

な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
を
区
別
し
て
扱
う
何
ら
積
極
的
な
根
拠
こ
そ
見
出
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
合
意
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か
ら
逸
脱
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
逸
脱
の
程
度
に
差
異
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
す
べ
て
暇
庇
物
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
あ
る
画
家
の
署
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
そ
の
画
家
の
自
画
像
が
、
当
事
者
間
で
真
正
な
絵
画
と
し
て
売
買
さ
れ
た
が
、
後

に
偽
造
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
、
当
事
者
が
合
意
し
た
あ
る
い
は
前
提
と
し
た
性
質
に
適
合
し
な
い
性
状
が
暇
庇
に
該
当

（
邸
）

す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
鯨
肉
と
し
て
売
買
さ
れ
た
外
国
語
表
記
の
特
定
の
船
荷
が
実
は
鮫
肉
で
あ
っ
た
場
合
に
、
鯨
肉
と
し
て

（
部
）

暇
庇
が
あ
る
の
で
は
な
く
と
も
、
合
意
さ
れ
た
内
容
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
た
め
に
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
。
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凶
特
定
物
売
買
と
暇
庇
概
念

も
と
も
と
、
暇
抗
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
旧
四
五
九
条
一
項
に
定
め
ら
れ
た
「
暇
庇
」
と
同
条
二
項
お
よ
び
旧
四
六

三
条
に
定
め
ら
れ
た
「
確
約
」
の
概
念
を
確
定
す
る
解
釈
論
争
で
あ
り
、
そ
の
際
に
、
単
に
暇
庇
が
あ
る
場
合
と
売
主
が
性
状
を
確

約
し
た
場
合
と
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
物
に
単
な
る
暇
庇
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
買
主
は
代
金
減
額
も
し
く

は
解
除
の
権
利
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
売
主
が
暇
庇
を
秘
匿
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
二
疋
の
性
状
の
存
在
を
確
約
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
性
状
が
欠
け
る
場
合
に
、
買
主
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
主
観
的
暇
庇
概
念
に
よ
れ
ば
、

そ
も
そ
も
暇
抗
と
は
合
意
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
暇
庇
が
い
わ
ば
確
約
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

買
主
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
単
な
る
暇
庇
の
場
合
で
は
な
く
、
担
保
が
引
き
受
け
ら
れ
た
確
約
が
認
め
ら
れ
る

（
釘
）

場
合
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
客
観
的
取
庇
概
念
に
よ
れ
ば
、
椴
庇
と
確
約
の
区
画
は
単
純
な
問
題
と
な
り
、
当
事
者
が
性
状
に
つ
い
て
合
意

を
し
て
い
れ
ば
確
約
が
あ
る
場
合
と
な
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
合
意
が
な
い
場
合
に
、
ま
さ
に
そ
の
物
が
属
す
る
種
類
の
通

常
の
性
状
を
基
準
に
し
て
、
破
庇
の
存
否
を
測
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
合
意
を
援
用
す
る
と
き
に
は
、
客
観
的

な
意
思
解
釈
を
基
準
に
し
て
こ
そ
、
合
意
さ
れ
た
種
類
に
属
す
る
も
の
の
そ
の
種
類
の
通
常
の
品
質
か
ら
逸
脱
す
る
と
こ
ろ
に
、
暇



（
槌
）

抗
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
さ
に
、
二
疋
の
種
類
に
属
す
る
通
常
の
性
質
を
備
え
な
い
場
合
に
暇
庇
が
認
め
ら
れ
る
が
、
当
事
者
が
当
該

種
類
の
通
常
の
性
質
に
よ
っ
て
期
待
で
き
な
い
性
質
を
期
待
し
て
も
、
そ
れ
が
欠
け
る
こ
と
で
、
直
ち
に
そ
の
物
に
暇
庇
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
買
主
が
誤
っ
て
抱
い
た
期
待
の
保
護
根
拠
は
、
物
に
存
在
す
る
暇
抗
で
は
な
く
、

（
卸
）

売
買
に
際
し
て
売
主
が
与
え
た
確
約
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
客
観
的
破
庇
概
念
に
よ
れ
ば
、

ソ
ロ
バ
イ
オ
リ
ン
と
誤
解
さ
れ
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
バ
イ
オ
リ
ン
の
売
買
、
贋
作
絵
画

暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

の
売
買
や
鯨
肉
と
取
り
違
え
ら
れ
た
鮫
肉
の
売
買
と
い
っ
た
特
定
物
の
売
買
で
は
、
も
と
も
と
合
意
さ
れ
た
種
類
に
属
さ
な
い
目
的

物
の
給
付
が
合
意
さ
れ
て
い
る
た
め
、
暇
庇
物
給
付
で
も
異
種
物
給
付
で
も
な
け
れ
ば
、
一
定
種
類
に
属
す
る
目
的
物
の
特
別
な
性

（
卯
）

質
が
確
約
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
客
観
的
暇
庇
概
念
に
よ
る
「
法
の
欠
鉄
」
を
も
暇
庇
担
保
責
任
に
よ
っ
て
解
決

（
但
）
（
但
）

す
る
の
が
適
切
と
さ
れ
る
と
き
、
取
抗
担
保
責
任
の
類
推
適
用
な
ど
の
見
解
が
主
張
さ
れ
た
が
、
む
し
ろ
主
観
的
暇
杭
概
念
で
の
解

決
の
方
が
極
め
て
容
易
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
観
的
破
庇
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
契
約
不
適
合
給
付

を
蝦
庇
概
念
で
包
括
し
、
極
端
な
異
種
物
給
付
さ
え
も
暇
庇
物
給
付
と
す
る
た
め
、
そ
の
場
合
に
、
特
定
物
売
買
に
つ
い
て
法
が
認

（
関
）

め
な
い
履
行
請
求
権
や
売
主
の
履
行
権
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
な
解
釈
論
上
の
欠
点
と
な
る
。
し
か
も
、

主
観
的
な
暇
庇
概
念
は
、
当
事
者
の
合
意
を
前
提
に
し
た
暇
庇
概
念
を
観
念
す
る
た
め
、
当
事
者
の
単
な
る
性
状
合
意
と
は
区
別
さ

れ
る
べ
き
「
確
約
」
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
主
観
的
取
庇
概
念
と
は
い
い
つ
つ
も
、
そ
の
基
準
は
、
あ
る
い
は

当
事
者
の
合
意
そ
れ
自
体
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
当
事
者
が
前
提
と
し
た
性
質
や
当
事
者
の
契
約
目
的
に
照
ら
し
た
用
法
が
援

（
倒
）

用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
定
義
自
体
が
極
め
て
錯
綜
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
少
な
く
と
も
従
前
の
ド
イ
ツ
民
法
典
を
前
提
に

し
た
特
定
物
売
買
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
破
庇
概
念
が
提
示
す
る
破
庇
概
念
と
確
約
概
念
と
の
区
別
の
明
確
さ
や
事
案
処
理
が
、

（
何
）

定
の
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
も
映
る
。
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ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
と
暇
庇
概
念

と
こ
ろ
が
、
一
転
し
て
種
類
売
買
を
想
定
す
る
議
論
と
な
る
と
、
客
観
的
暇
庇
概
念
に
よ
れ
ば
、
暇
庇
物
と
異
種
物
を
区
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
た
め
、
極
め
て
困
難
な
状
況
に
陥
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
後
半
以
来
の
実
務
が
如
実
に
示
し

（
関
）

て
き
た
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
制
定
理
由
は
、
異
種
物
と
暇
庇
物
の
区
別
の
困
難
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
異
種
物
と
暇
庇
物
の
区
別
自
体
は
維
持
し
つ
つ
も
、
異
種
物
給
付
に
つ
い
て
売
主
に
迅
速
に
知
ら
せ
る
点
に
こ
そ
あ
る
と

（
町
）

理
解
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
暇
庇
を
客
観
的
に
理
解
し
て
も
な
お
、
種
類
売
買
で
異
種
物
と
暇
庇
物
の
区
別
の

維
持
が
可
能
で
あ
り
、
実
務
が
し
た
よ
う
に
、
異
種
物
に
暇
庇
担
保
責
任
規
定
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
も
ま
た
、
誤
り
と
す
る
こ
と

と
な
ろ
う
。
し
か
も
、
先
の
一
九
一
四
年
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
示
し
た
の
と
同
様
、
主
観
的
破
庇
概
念
が
い
う
よ
う
に
、
商
法
典
三
七

（
伺
）

八
条
の
範
囲
で
買
主
の
承
認
が
期
待
で
き
る
異
種
物
給
付
を
暇
庇
物
給
付
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
と
し
て
も
、
な
お
、
買
主
の
承
認
が

（
的
）

期
待
で
き
る
範
囲
と
そ
う
で
な
い
範
囲
の
区
別
自
体
も
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
が
あ
る
限
り
、

主
観
的
暇
庇
概
念
が
提
唱
す
る
よ
う
な
椴
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
の
統
一
的
解
決
は
、
な
お
困
難
を
示
す
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
客
観
的
破
庇
概
念
の
基
本
に
立
ち
返
っ
て
、
取
庇
物
と
異
種
物
と
の
相
違
を
な
お
詳
細
に
探
求
し
、
確
立
す
る
方
向
が

あ
り
得
ょ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
な
お
、
上
述
の
通
り
、
実
務
が
ま
さ
に
、
取
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
の
区
別
そ
れ
自
体
を
め
ぐ

っ
て
い
か
に
苦
境
に
陥
る
の
か
を
示
し
て
き
た
の
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
反
対
に
、
破
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付

と
の
区
別
を
放
棄
す
る
主
観
的
破
庇
概
念
こ
そ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
非
常
に
明
確
で
単
純
な
解
決
方
法
を
提
示
す
る
よ
う
に
映

る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
が
邪
魔
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
商
法
典
三
七
八
条

（
瑚
）

は
、
少
な
く
と
も
買
主
の
承
認
を
期
待
で
き
な
い
異
種
物
給
付
を
、
別
途
考
慮
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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(3) か
く
し
て
、
暇
抗
物
と
異
種
物
の
区
別
は
、
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
制
定
に
よ
っ
て
何
ら
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
客
観
的
暇
庇
概
念
と
主
観
的
暇
庇
概
念
の
二
つ
の
暇
庇
概
念
を
め
ぐ
る
解
釈
論
争
に
、
さ
ら
に
新
た
な
、
し
か
も
紛
糾
す
る



（
肌
）

議
論
を
も
た
ら
す
一
つ
の
実
定
根
拠
を
付
け
足
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
結
局
、
客
観
的
取
庇
概
念
の
衰
退
と
主
観
的
破
庇
概
念
の

（
問
）

隆
盛
を
背
景
と
し
て
、
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
の
区
別
は
、
そ
の
意
義
を
失
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

暇抗概念の変容と商法五二八条の命運

ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
削
除

す
で
に
、
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
委
員
会
は
、
伝
統
的
な
暇
庇
担
保
責
任
を
排
斥
し
て
、
売
主
が
物
の
暇
庇
の
な
い
目
的
物
を
取
得

（
朋
）

さ
せ
る
義
務
を
前
提
に
し
た
債
務
不
履
行
責
任
へ
と
改
訂
し
、
主
観
的
暇
庇
概
念
を
基
本
的
に
採
用
し
た
う
え
で
、
異
種
物
の
引
渡

（
胤
）

し
と
過
少
量
の
引
渡
し
も
、
二
疋
の
留
保
を
置
き
つ
つ
、
物
の
暇
庇
に
相
当
す
る
と
み
な
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、

異
種
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
追
履
行
請
求
権
は
、
暇
庇
物
が
給
付
さ
れ
る
場
合
に
想
定
さ
れ
る
追
履
行
請
求
権
と
何

（
問
）

ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
を
同
視
す
る
に
は
、
売
主
が
異
種
物
給
付
を
自
身

の
債
務
の
履
行
と
し
て
調
達
し
、
買
主
が
そ
の
こ
と
を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
異
種
物
給
付
と
債
務
履
行

と
の
関
連
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
極
端
な
逸
脱
が
あ
る
た
め
、
履
行
と
明
ら
か
に
み
な
さ
れ
な
い
極
端
な
場
合
が
留
保
さ

れ
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
が
定
め
る
買
主
の
承
認
が
期
待
で
き
な
い
場
合
の
区
別
を
引
き
継
ご

3 
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
委
員
会
は
、
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
が
必
ず
し
も
予
測
で
き
る
よ
う

な
形
で
、
承
認
が
期
待
可
能
な
ケ
l

ス
と
そ
う
で
な
い
ケ

l

ス
と
の
区
別
を
提
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ
こ
で
、
暇
庇

担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
の
大
き
く
異
な
る
消
滅
時
効
で
の
処
理
を
調
整
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
異
種
物
に
ま
つ
わ
る

（
瑚
）

区
別
に
重
き
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
も
な
く
な
る
た
め
、
商
法
典
三
七
八
条
の
削
除
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
典
の
現
代
化
に
際
し
て
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
伝
統
的
な
暇
庇
担
保
責
任
制
度
は
、
売
主
が
負
う
契
約
適
合
性
確
保
義

（
即
）

務
の
違
反
と
し
て
の
債
務
不
履
行
責
任
へ
と
変
容
を
遂
げ
た
（
ド
イ
ツ
民
法
典
四
三
三
条
参
照
）
。
つ
ま
り
、
売
主
は
物
が
契
約
に
適

合
す
る
こ
と
に
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
売
主
が
契
約
に
適
合
し
な
い
、
つ
ま
り
合
意
か
ら
逸
脱
す
る
性
状
を
持
つ
物
を
引
き
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渡
し
た
場
合
に
、
債
務
不
履
行
の
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
ま
さ
に
、
主
観
的
な
暇
庇
概
念
を
基
本
に
据
え
た
う
え
（
ド
イ
ツ
民

法
典
四
三
四
条
一
項
参
照
）
、
そ
の
責
任
が
債
務
不
履
行
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
こ
と
も
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
事
実
、

ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
異
種
物
や
数
量
超
過
の
引
渡
し
も
契
約
不
適
合
と
明
示
す
る
の
で
あ
り
（
ド
イ
ツ
民
法
典
四
三
四
条
三
項
、
六
三

（
瑚
）

三
条
二
項
三
号
）
、
債
務
法
改
正
委
員
会
が
認
め
て
い
た
留
保
さ
え
も
取
り
払
っ
て
、
こ
こ
に
暇
庇
物
と
異
種
物
と
を
完
全
に
同
視
す

（
瑚
）

る
に
至
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
取
庇
物
と
異
種
物
の
区
別
を
前
提
に
し
て
、
買
主
の
承
認
可
能
性
の
な
い
異
種
物
給
付
を
特
別
扱
い

（
山
）

と
す
る
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
も
、
そ
の
存
在
意
義
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
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ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
は
、
買
主
の
承
認
可
能
性
が
あ
る
異
種
物
給
付
を
暇
庇
物
給
付
と
同
視
し
て
い
る
が
、
い
わ
ば
そ
の
考

（
山
）

え
方
が
、
す
べ
て
の
異
種
物
給
付
を
取
庇
物
給
付
と
同
視
す
る
考
え
方
へ
と
「
一
般
化
」
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
か
く
し
て
、
ド
イ

ツ
民
法
典
の
現
代
化
に
よ
る
ド
イ
ツ
民
法
典
四
三
四
条
三
項
が
異
種
物
給
付
を
も
暇
庇
物
給
付
と
扱
う
旨
を
明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、

（
山
）

異
種
物
給
付
に
つ
い
て
規
定
す
る
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
は
削
除
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
四
三
四
条
三
項

の
制
定
に
よ
っ
て
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
の
区
別
は
放
榔
さ
れ
、
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
削
除
に
よ
っ
て
、
買
主
に
承
認

を
期
待
で
き
る
異
種
物
給
付
か
ど
う
か
と
い
う
区
別
も
放
榔
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
暇
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
の
区
別
を
論
じ

る
意
義
は
本
質
的
に
解
消
さ
れ
た
。
し
か
し
、
売
主
が
異
種
物
を
給
付
し
た
場
合
に
、
そ
れ
が
す
べ
て
暇
庇
物
給
付
と
さ
れ
る
と
し

（
出
）

て
も
、
売
主
が
履
行
す
る
意
思
を
持
っ
て
給
付
を
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
売
主
が
通
信
販
売
で
送
る
べ
き

（
山
）

荷
物
を
取
り
違
え
た
場
合
に
は
、
取
庇
物
の
給
付
と
な
ら
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
買
主
は
ド
イ
ツ
民
法
典
四
三
三
条
に
基
づ
く
引
渡

請
求
権
を
、
な
お
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
売
買
さ
れ
た
特
定
物
と
は
異
な
る
目
的
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
、
果
た
し
て
、
破
庇
物
給
付
と
し
て
処
理
す
べ
き
か
ど

う
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
典
四
三
四
条
は
、
そ
も
そ
も
種
類
売
買
に
お
け
る
暇
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
と
の
境
界
線



引
き
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
暇
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
と
を
同
視
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
た
め
、
そ
の
規
定

（
出
）

は
特
定
物
に
お
け
る
同
一
性
の
異
種
物
給
付
に
は
適
用
が
な
い
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
異
種
物

給
付
は
契
約
不
適
合
で
は
な
く
引
渡
義
務
の
不
履
行
と
な
る
た
め
、
消
滅
時
効
に
つ
い
て
一
九
五
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
む
し
ろ
立
法
者
は
特
定
物
と
種
類
物
の
区
別
を
否
定
し
、
一
九
九
九
年
の
消
費
動
産
売
買
指
令
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
異
種

（
出
）

物
給
付
を
包
含
す
る
趣
旨
で
あ
る
た
め
、
同
一
性
の
異
種
物
給
付
で
あ
っ
て
も
ド
イ
ツ
民
法
典
四
三
四
条
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
す

（
山
）

る
見
解
が
、
む
し
ろ
数
多
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。

五

商
法
五
二
八
条
の
命
運

わ
が
国
で
は
従
来
、
暇
庇
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

一
般
に
、
通
常

暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

の
性
質
あ
る
い
は
合
意
さ
れ
た
性
質
を
欠
く
こ
と
を
暇
庇
と
す
る
定
義
が
、
「
問
題
の
所
在
を
意
識
し
な
い
ま
ま
」
繰
り
返
さ
れ
て

（
山
）

き
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
暇
庇
概
念
が
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
な
い
中
で
、
暇
庇
と
は
「
物
の
通
常
の
使
用
に
適
す
る
性
質
を
、

全
く
又
は
相
当
程
度
に
欠
く
と
い
う
、
客
観
的
・
抽
象
的
意
味
に
解
す
べ
き
」
と
し
、
「
重
要
な
動
機
（
契
約
の
基
礎
・
前
提
）
と
し

て
、
表
示
さ
れ
た
使
用
適
正
な
い
し
品
質
を
欠
く
と
き
は
（
主
観
的
・
具
体
的
欠
点
）
、
五
七
O
条
の
適
用
は
な
く
、
そ
の
欠
点
が
本

条
の
暇
庇
に
当
た
ら
ず
、
客
観
的
に
隠
れ
た
も
の
で
な
く
て
も
、
買
主
が
知
ら
な
か
っ
た
以
上
、
本
条
と
は
別
に
売
買
の
効
力
に
付

（
別
）

き
顧
慮
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
目
的
物
が
一
｛
疋
の
使
用
目
的
に
適
す
る
こ
と
あ
る
い
は
一
定
の
品
質

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
契
約
の
基
礎
な
い
し
前
提
と
し
て
表
示
し
て
売
買
し
た
と
き
：
：
：
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
当
事
者
に
、
解

（
即
）

除
ま
た
は
代
金
額
の
補
正
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
前
提
理
論
を
基
礎
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
前

提
理
論
が
共
有
さ
れ
な
い
限
り
、
取
庇
を
客
観
的
に
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
、
共
有
さ
れ
が
た
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
民
法
解
釈
理
論
状
況
に
対
し
て
、
ま
さ
に
商
法
五
二
八
条
の
存
在
を
前
に
す
る
商
法
解
釈
論
は
、
異
種
物
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給
付
と
暇
庇
物
給
付
の
峻
別
問
題
に
晒
さ
れ
る
こ
と
で
、
民
法
解
釈
論
よ
り
も
蝦
庇
概
念
を
意
識
し
た
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
そ

の
も
っ
と
も
中
心
と
な
る
問
題
は
、
異
種
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
も
、
買
主
に
商
法
五
二
六
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
検
査
・
通
知

義
務
が
課
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
す
で
に
本
稿
冒
頭
で
見
た
と
お
り
、
起
草
者
は
異
種
物
給
付
の
場
合
に
検
査
・
通
知
義
務

の
適
用
を
ま
さ
に
否
定
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
異
種
物
給
付
に
検
査
・
通
知
義
務
を
類
推
適
用
す
る
の
を
否
定

（
山
）

す
る
見
解
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
異
種
物
と
暇
庇
物
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
買
主
が
通
知
し
な
け
れ

ば
売
主
が
契
約
の
適
合
性
を
侍
む
こ
と
と
な
る
と
い
う
事
情
は
異
種
物
で
も
異
な
ら
な
い
た
め
、
異
種
物
給
付
に
も
検
査
・
通
知
義

（
凶
）

務
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
主
観
的
暇
庇
概
念
を
根
拠
に
し
て
、
異
種
物
給
付
に
際
し

（
凶
）

て
も
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
極
端
に
種
類
が
異
な
る
給
付
の
場

合
に
、
果
た
し
て
売
主
は
自
ら
行
っ
た
給
付
の
契
約
適
合
性
を
侍
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
否
定
す
る
限
り
、
給
付

が
と
う
て
い
買
主
の
承
認
を
得
ら
れ
な
い
ほ
ど
顕
著
に
約
定
か
ら
相
違
す
る
場
合
に
は
、
検
査
・
通
知
義
務
の
類
推
適
用
は
な
い
と

（
凶
）

す
る
見
解
も
あ
り
、
こ
の
見
解
は
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
規
定
の
趣
旨
を
汲
も
う
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
商
法
解
釈
学
に
お
い
て
も
い
さ
さ
か
一
般
的
、
抽
象
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
中
で
、
異
種
物
給
付
に
関
し
て
具

体
的
な
素
材
を
提
供
す
る
判
決
が
現
れ
た
。
そ
の
事
案
で
は
、
売
買
さ
れ
た
の
が
科
学
計
算
機
用
の
チ
ッ
プ
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
実
際
に
給
付
さ
れ
た
の
が
ソ
ー
ラ
ー
電
卓
用
程
度
の
精
度
の
低
い
チ
ッ
プ
で
あ
っ
た
た
め
、
「
用
を
な
さ
な
い
も
の
」
で
あ

っ
て
、
し
か
も
、
「
型
式
を
異
に
す
る
こ
と
は
商
品
自
体
に
大
き
く
書
か
れ
た
型
式
番
号
の
表
示
に
よ
っ
て
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ

う
に
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
異
種
物
給
付
と
評
価
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
商
法
五
二
六
条
は
商
法
五
二
八
条
と
の
関

係
か
ら
異
種
物
給
付
を
別
異
に
扱
っ
て
お
り
、
し
か
も
売
主
の
利
益
の
た
め
に
買
主
の
権
利
を
制
限
す
る
た
め
、
そ
の
規
定
の
類
推

に
は
慎
重
を
帰
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
商
法
五
二
六
条
の
適
用
が
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
東
京
地
判
平
成
二
年
四
月
二
五
日
判
時



一
三
六
八
号
二
三
頁
）
。
理
論
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
異
種
物
給
付
の
客
観
的
な
判
定
基
準
の
探
求
、
あ
る
い
は
、
五
二
八
条
の
適
用
の

是
非
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
異
種
物
給
付
に
五
二
六
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
当
該
判
決
を

評
価
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
暇
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
と
を
区
別
す
る
実
質
的
な
理
由
が
見
出
さ

（
国
）
（
瑚
）

れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
五
二
六
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
評
釈
が
多
い
。

そ
も
そ
も
、
混
迷
と
迷
走
を
極
め
た
か
に
映
る
ド
イ
ツ
法
の
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
の
区
別
を
め
ぐ
る
議
論
の
推
移
は
、
一

九
世
紀
の
ド
イ
ツ
を
眺
め
る
と
き
、
種
類
売
買
に
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
を
認
め
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味

E院庇概念の変容と商法五二八条の命運

で
い
え
ば
、
も
と
も
と
種
類
売
買
へ
の
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
を
否
定
し
、
し
か
も
、
取
庇
概
念
を
客
観
的
な
暇
庇
概
念
と
理
解
す

る
こ
と
で
、
取
庇
担
保
責
任
の
適
用
範
囲
を
究
極
に
ま
で
制
限
し
つ
つ
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
可
能
な
限
り
二
克
的
な
解
決
を
模
索

（
即
）

す
る
方
向
は
、
も
と
よ
り
合
理
性
を
持
つ
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
わ
が
国
の
商
法
五
二
八
条
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
商
法
が
制
定
さ
れ
た
す
で
に
明
治
三
二
年
以
来
、
わ
が
国
の
法
体
系

で
も
、
異
種
物
給
付
と
暇
抗
物
給
付
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
本
来
な
ら
、
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
の

区
別
を
め
ぐ
っ
て
、
ド
イ
ツ
法
と
同
様
の
困
難
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
が
、
理
論
で
こ
と
さ
ら
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
実
務
で
差
し
迫
っ
た
問
題
と
も
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
幸
運
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
わ
が
国
の
法
体
系
を
前
提
に
し
て
考
え
る
限
り
、
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
を
区
別
し
て
扱
う
こ
と
が
、
本
来
、
起

点
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
暇
庇
物
給
付
も
債
務
不
履
行
の
一
種
と
し
て
扱
う
こ
と
で
債
務
不
履
行

の
一
元
化
を
目
指
す
解
釈
は
、
そ
れ
に
内
在
す
る
論
理
の
単
純
化
の
故
か
、
異
種
物
給
付
と
椴
庇
物
給
付
と
の
相
違
を
捨
象
し
が
ち

で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
不
履
行
を
意
味
す
る
異
種
物
給
付
を
も
不
完
全
履
行
と
な
る
暇
庇
物
給
付
と
し
て
扱
う
こ
と
を
目
指
す
限

り
で
、
わ
が
国
の
法
体
系
に
適
合
的
な
発
展
方
向
を
示
唆
す
る
解
釈
と
な
っ
た
よ
う
に
は
映
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
上
述
の
法
定
責
任
説
の
主
張
は
、
取
庇
物
給
付
の
領
域
を
制
限
し
て
、
む
し
ろ
異
種
物
給
付
に
固
有
の
法
理
を
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拡
張
す
る
方
向
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
の
発
展
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
事
態
は
む
し
ろ
暇
庇
物
給
付
に
固

有
の
法
理
が
異
種
物
給
付
の
領
域
を
も
取
り
込
む
方
向
へ
と
発
展
し
て
き
た
。
わ
が
国
で
も
同
様
に
、
本
来
、
取
庇
物
給
付
に
固
有

の
制
度
で
あ
る
検
査
・
通
知
義
務
を
異
種
物
給
付
に
拡
張
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
商
法
上
今
日
、
む
し
ろ
有
力
な
見
解
は
、
ま
さ

に
暇
庇
物
給
付
の
法
理
を
異
種
物
給
付
へ
と
拡
張
す
る
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
代
金
減
額
請
求
と
い
っ
た
有

償
性
を
考
慮
す
る
発
想
こ
そ
、
ま
さ
に
伝
統
的
に
は
暇
庇
担
保
制
度
が
担
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
暇
庇
担
保
責
任
が
債
務
不
履
行
制

度
へ
と
解
消
さ
れ
る
そ
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
際
し
て
、
従
来
の
法
定
責
任
説
が
示
唆
す
る
方
向
は
、
必
ず
し
も
わ
が
国
の
法
体
系

(m
) 

の
発
展
方
向
に
適
合
し
な
い
よ
う
に
映
る
。
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一
般
的
・
抽
象
的
に
い
う
限
り
、
当
事
者
の
合
意
か
ら
の
逸
脱
を
暇
庇
と
す
る
理
解
が
維
持
・
展
開
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
来

（
即
）

る
べ
き
民
法
の
改
正
に
お
い
て
契
約
の
適
合
性
へ
と
昇
華
さ
れ
る
な
ら
、
も
は
や
客
観
的
な
蝦
庇
概
念
を
論
じ
る
余
地
は
な
い
で
あ

（
別
）

ろ
う
。
し
か
も
、
商
法
五
二
六
条
の
検
査
・
通
知
義
務
に
つ
い
て
も
、
暇
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
と
を
実
質
的
に
区
別
す
る
意
味

を
否
定
し
て
、
広
く
そ
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
種
類
売
買
に
お
い
て
も
異
種
物
給
付
と
蝦
庇
物
給
付
と
の
区
別
を
論
じ

る
意
味
は
な
く
、
そ
の
結
果
、
商
法
五
二
八
条
の
命
運
は
尽
き
る
こ
と
と
な
る
。
ま
さ
に
、
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
を
区
別
し

た
時
代
の
一
つ
の
産
物
と
し
て
登
場
し
た
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
が
消
え
去
っ
た
の
と
同
じ
く
、
そ
れ
と
同
じ
由
来
を
持
つ
わ
が

（
問
）

国
の
商
法
五
二
八
条
も
ま
た
、
主
観
的
な
暇
庇
概
念
の
定
着
あ
る
い
は
契
約
不
適
合
の
普
及
を
前
に
、
消
え
去
る
運
命
に
あ
る
と
い

、
ぇ
ト
で
つ
。

た
だ
、
ド
イ
ツ
民
法
の
現
代
化
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
異
種
物
給
付
が
契
約
と
の
適
合
性
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
た

め
、
と
う
て
い
債
務
者
に
そ
も
そ
も
当
該
給
付
で
弁
済
す
る
意
図
が
見
出
さ
れ
る
余
地
も
な
い
と
き
、
問
責
が
な
い
と
の
一
事
を
も

っ
て
、
直
ち
に
そ
の
給
付
に
よ
る
弁
済
承
認
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
は
、
弁
済
が
成
立
す
る
そ
の
実
質
的

な
要
素
を
、
再
度
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
映
る
。
ま
た
、
主
観
的
暇
庇
概
念
も
し
く
は
契
約
不
適
合



と
い
っ
て
も
、
た
と
え
ば
合
意
の
逸
脱
と
理
解
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
当
事
者
が
一
致
し
て
前
提
と
し
た
目
的
物
利
用
か
ら
の
逸
脱

（
印
）

と
理
解
す
る
の
か
、
は
た
ま
た
、
契
約
目
的
の
観
点
か
ら
見
た
機
能
不
全
と
理
解
す
る
の
か
、
そ
の
内
容
や
理
解
は
多
義
的
で
あ
る
。

こ
う
し
た
相
違
を
い
か
に
し
て
克
服
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
、
な
お
議
論
の
必
要
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
か
く
し
て
、
暇
庇

概
念
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
契
約
不
適
合
概
念
へ
と
姿
形
を
変
え
て
も
な
お
、
大
き
な
課
題
を
積
み
残
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

（1
）
拙
稿
「
『
受
領
』
概
念
の
機
能
的
考
察
｜
｜
商
法
五
二
六
条
の
機
能
分
析
を
契
機
に
」
法
研
六
九
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
二
三
九

頁
以
下
。

（2
）
旧
商
法
典
五
四
九
条
と
五
五

O
条
は
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
の
商
法
草
案
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六

O
九
条
と
六
一

O
条
に
対
応
す
る
が
、
と
り

わ
け
草
案
六
一

O
条
理
由
書
は
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
三
四
八
条
を
参
照
さ
せ
る
。
国

2
5
ω

ロ
ロ
問
。
開ω
F
E
f
何
回
丹
羽
口
止
。Eg
国
g

’

内
庁
】
ω
ー
の2
2
N
σロ
の
F
2
2
『
』m
6
8
5
芹
。
。
E
S
S
E
F
回
仏
・N
W吋
。w
g
L
∞
∞h
f
m・ω
∞
0
・
な
お
、
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
三
四
八
条
は
、
現

行
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
九
条
の
基
礎
と
な
っ
た
規
定
で
あ
る
。

（3
）
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
典
調
査
会
商
法
会
議
筆
記
・
商
法
委
員
会
議
事
要
録
』
（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八

五
年
）
三
四
O
頁
参
照
。
後
に
見
る
と
お
り
、
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
は
、
帝
国
司
法
省
第
一
草
案
一
一
二
九
条
、
そ
の
内
容
を
承
継
す

る
帝
国
司
法
省
第
二
草
案
三
五

O
条
の
趣
旨
が
、
そ
の
後
の
審
議
を
経
て
検
査
・
通
知
義
務
に
移
行
さ
れ
た
規
定
で
あ
り
、
わ
が
国
の
商

法
五
二
八
条
も
ま
た
帝
国
司
法
省
第
二
草
案
三
五

O
条
に
由
来
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
帝
国
司
法
省
第
二
草
案
三
五

O
条
を
介
し
て
、

わ
が
国
の
商
法
五
二
八
条
は
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
と
同
じ
ル
l

ツ
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
詳
細
は
、
後
述
注
（
俗
）
を
参
照
。

（4
）
梅
が
述
べ
る
理
由
は
、
買
主
に
検
査
・
通
知
義
務
を
課
す
と
す
れ
ば
、
異
種
物
給
付
等
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
検
査
・
通
知
の
僻
怠

に
よ
っ
て
商
品
の
引
取
と
代
価
の
支
払
い
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
そ
れ
が
酷
な
結
果
と
な
る
点
に
あ
る
。
『
法
典
調
査
会
商

法
会
議
筆
記
・
商
法
委
員
会
議
事
要
録
』
三
四
一
頁
。
さ
ら
に
、
損
害
保
険
事
業
研
究
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
「
志
田
錦
太
郎
一
商
法
調

査
筆
記
』
第
四
巻
第
二
三
八
条
の
筆
記
個
所
で
、
異
種
物
給
付
に
検
査
・
通
知
義
務
を
課
す
と
「
全
ク
異
ナ
レ
ル
モ
ノ
ヲ
送
リ
タ
ル
ニ
黙

ス
レ
ハ
引
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
セ
ラ
ル
ル
ハ
酷
ナ
リ
」
と
し
、
さ
ら
に
異
種
物
や
数
量
超
過
で
も
通
知
義
務
を
課
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の

意
見
に
対
し
て
、
そ
の
義
務
は
「
大
ナ
ル
責
任
」
で
あ
り
、
民
法
で
は
一
年
の
期
間
制
限
が
あ
っ
て
「
買
主
ニ
責
任
ヲ
大
ニ
負
ハ
セ
」
て
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n
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 Anzeigepflicht 

des Kaufers bei 
nicht 

e
m
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f
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n
g
b
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n
d
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i
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n
j
a
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u
s
c
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a
u
f
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u
c
h
 n
a
c
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 d
e
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m
e
i
n
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n
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e
c
h
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W
a
a
r
e
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u
n
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e
g
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n
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暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

（
お
）
の
O
F
U
ωの
国
富
岡
U
H
J
m
w
－m
・o
・
－
∞
仏
・
H
p
m・H
H白
内
向
・

（
担
）
の
。F
U
ω
の
田
昌
H
U吋
J
ω
・ω
・0
・w
回
円
四
・
H
P
ω・H
H∞
民
・

（
お
）
同
ω
ユ
〉

e
－u
F
g
ロ
〈
k
p
Zの
巴
5
4
匂
w
F
m
w
F
司
σ
ロ
の
『
円
四
2
P

百
円
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8

・
回
色
・
ω
・
斗
〉
口
出
よ
冨R
σ
口
同
問
＼
F
m
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間
】
N
－m
w
H∞J
3・
2
3
・

k
rロ
B
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ω
・8
ω
同
・

（
お
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g

〈
国
k
p
z
k
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c
ω
問
F
g
o
国
民
苫
ロ
問
内
田
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〈
2
5
z
P
2
2

円
島
町
田
g

岳
民
向
。
ロ
宮
芹
品2
4
志
向
0
・
H
K
F
Z
F回
2

－E
W
H∞
∞ω
・

m
m
H
2・w
ω∞
－H
H
ω民
・
な
お
、
異
種
物
給
付
の
場
合
に
は
、
買
主
が
受
領
し
て
も
そ
れ
は
無
効
で
、
な
お
債
務
不
履
行
の
責
任
追
及
が
可

能
で
あ
る
が
、
暇
庇
物
給
付
に
お
い
て
は
暇
庇
担
保
責
任
の
追
及
の
み
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る

o
E
S
m
E

回
。
叶N
。
戸

ω
宮
島
ロ
m
R
F
m
o
自
立
ロ
命
日
開
。
。
宮
内
出
。
邸
内
邑
片
町
。
何
回
。
口
問

R
F
Z
B
芹
Z
H
ω
ロ
の
F
σ
巴
巴
ロ
σ
目
。
。
ロ
ロ
ω
－s
巳

N
己
診
包
m
Y
U
宮
ω
ょ

の
月
町
d
g
E
W
H∞2
・
ω
・
印ω
民
・

（
幻
）
』
ロ
ロ
ロ
ω
回
k
p
m。
z
w
一
司ωロ
品
。w
窓
口
w
∞
K
Fロ
出
・
・
F
Z
司
N
－m
w
一
戸
∞
也
ω
w
m
N
∞
山Y
∞
－m
N
H・

（
お
）
出
色
ロ
ユ
のFU
E
N
Z切
口
問
。
・
司
ω
ロ
円
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g
p切
門
戸N・
h
F〉
ロ
出
－w回
2

－F
P
H∞
∞h
p
w
m
H
O
N

－
∞
・NJ
2
y
k
p

ロ
B

－N
N・
ω
・N
J志
向
・

（
却
）
エ
ン
デ
マ
ン
は
暇
庇
あ
る
給
付
の
場
合
に
按
察
官
訴
権
を
買
主
に
認
め
る
が
、
そ
れ
を
代
物
給
付
請
求
権
と
の
選
択
と
し
て
認
め
る

点
で
按
察
官
訴
権
の
適
用
理
論
は
不
明
確
で
あ
る
。
当
皆
同
己
目
何
一
z
g

冨

k
p
z
z
w
u
g
u
o
E
R
F
O

回
目
富
島o
z
z
s
p
h肝
〉
口
出
・
・
F
a
u
N仲
間
－

H
∞
∞J〉
m
H
ω山V
W
ω・印
］
｛
h
p同
・

（
判
）
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
三
四
七
条

商
品
が
異
な
る
場
所
か
ら
送
付
さ
れ
る
場
合
、
買
主
は
、
そ
れ
が
通
常
の
取
引
事
象
に
従
う
限
り
、
引
渡
後
遅
滞
な
く
商
品
を
検
査
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
商
品
が
契
約
又
は
法
律
（
三
三
五
条
）
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
に
は
、
売
主
に
即
座
に
そ

の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

買
主
が
そ
れ
を
怠
る
場
合
、
商
品
は
承
認
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
通
常
の
取
引
事
象
に
し
た
が
っ
た
即
座
の
検
査
に

際
し
て
明
ら
か
と
な
り
得
な
い
暇
庇
は
別
で
あ
る
。

後
に
そ
の
よ
う
な
破
庇
が
明
ら
か
と
な
る
場
合
、
通
知
は
、
発
見
後
遅
滞
な
く
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
商

品
は
そ
の
暇
庇
に
関
し
て
も
承
認
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

上
述
の
規
定
は
、
通
常
の
検
分
ま
た
は
試
用
に
際
し
て
明
ら
か
と
な
ら
な
い
送
付
さ
れ
た
商
品
の
暇
庇
が
問
題
と
な
る
限
り
、
検
分
ま
559 
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 Handelsgesetzbuch, Bd.3, M

a
n
n
h
e
i
m
,
 1905, ｧ378, N

o
t
e
 1, 

S.298f; S
a
m
u
e
l
 

G
O
L
D
M
A
N
N
,
 
D
a
s
 Handelsgesetzbuch, 

Bd.3, 
Berlin, 

1906, 
ｧ378, 

A
n
m
.
2
,
 
S.1647; 

Heinrich 
KOENIG/Albert 

PINNER/Felix BONDI, S
taub’s K

o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 H
G
B
,
 Bd.2, 

11. 
Aufl., Berlin/Leipzig, 

1921, 
ｧ378, Einleitung, 

S.1125; 
Adelbert 

D
む
R
I
N
G
E
R
/
M
a
r
x

H
A
C
H
E
N
B
U
R
G
/
J
a
m
e
s
 BREIT/Vikor H

O
E
N
I
G
E
R
,
 
D
a
s
 H

G
B
,
 Bd.5, 

3. 
Aufl., 

Mannheim/Berlin/Leipzig, 1932, ｧ378, A
n
m
.
1
,
 S.356. 
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（
必
）
帝
国
上
級
商
事
裁
判
所
一
八
七
二
年
一
一
月
二
日
判
決
、
問
。
国
の
よ
回
品
・
叶
よ

ω
・
さ
∞
・

（
必
）
帝
国
上
級
商
事
裁
判
所
一
八
七
四
年
二
一
月
一
二
日
判
決
、
問
。
問
。
ニ
回
品
・

5
・
ω
・
出
品
・

（
必
）
帝
国
上
級
商
事
裁
判
所
一
八
七
九
年
二
月
一
七
日
判
決
、
問
。
出
。
－
w
回
仏
・N
F
ω・
品2

・

（
必
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
八
六
年
六
月
二
八
日
判
決
、
u
w
p
ω
凶
古
島
g

同
色
各
ω
m
2
片
F
g
w回
門
戸ω
w
Z円
・
三
∞
・

（
訂
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
八
七
年
一
二
月
三
三
日
判
決
、g
o
司
g
u
巳
ω

号
ω

同
色
各
ω
m
o
E
S
E
－
回
門
戸
印
w
Z之
山
斗ω
・

（
必
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
八
八
年
三
月
二
一
日
判
決
、
口
町
司
g
u
m
－ω
号
ω

同
巳
各
局
2
r
H
F
F回
仏
－P
Z
円
・
ミH
P

（
特
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
九
三
年
四
月
五
日
判
決
、
口
町
司
司
自
宮
島
g
p
w
片
『
ω
m
2
片
Z
P
回
円
四
・
H
∞
－Z
円
－A
a
ω・

（
印
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
九
七
年
一
月
一
五
日
判
決
、
宮
司
・
巧RE
S
S

円
・
・
居
宅
－
Z
円
・ω
ω・

（
日
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
八
六
年
一
O
月
一
四
日
判
決
、
問
。N
－w
回
己
・
区
・ω・8
・

（
臼
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
八
九
年
一
一
月
一
六
日
判
決
、
巴
O
H
M
B
u
m
広
島
g

何
色
。
z
m
oユ
のF
F
回
ι
－P
Z
吋
・ω
8
・

（
臼
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
九
三
年
一
月
四
日
判
決
、
ロ
庁
間ME
M－ω
品2

同
色
各
認2
片
F
F
回
仏
・H
∞
－Z
円
・
お
品
・

（M
）
帝
国
上
級
商
事
裁
判
所
一
八
七
四
年
一
二
月
一
九
日
判
決
、
問
。
図
。
－w回
P
5
・
∞
－KE
N－

（
日
）
帝
国
上
級
商
事
裁
判
所
一
八
七
四
年
六
月
三
O
日
判
決
、
問
。
図
。
－w国
島
－E
J
∞
・8
叶
・

（
日
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
八
O
年
四
月
一
O
日
判
決
、
問
。N
－w
回
仏
－Y
ω
・N
g
・

（
貯
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
八
一
年
六
月
一
日
判
決
、
問
。
N
・
回ι
・k
F
ω・H
8
・

（
回
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
九
O
年
一
一
月
二
六
日
判
決
、
口
町
司
g
u
n
z
ι
g同
色
。
｝g
m
o
E
の
F
Z
W回
門
戸
己
－
Z
円
・
邑
「

（
印
）
帝
国
上
級
商
事
裁
判
所
一
八
七
六
年
三
月
二
三
日
判
決
、
問
。
出
。
－
w
国
島
・5
・
∞
・hR
O
M
・

（ω
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
九
一
年
六
月
二

O
日
判
決
、
ロ
ぽ
司B
凶
宮
内
田g
F
u
』
各
指2
片
F
F
回
仏
・H
N
L
A
円
・
念
日
・

（
臼
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
九
六
年
一
月
二
八
日
判
決
宮
司
・
当
s
z
g

各
円
－L
∞
g
w
Z吋
－N
ω・

（
位
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
八
九
八
年
一
一
月
四
日
判
決

E
吋
・
巧R
Z
g

各
吋
－L
S
∞
－Z
円
・2
・

（
臼
）
一
八
九
七
年
に
公
布
さ
れ
、
一
九

O
O

年
に
施
行
さ
れ
た
現
行
ド
イ
ツ
商
法
典
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
は
、
君
。

5
2

∞
の
回
目
何
百
－
ロ
庁
別H
M丹
a
o
F
g
m
ω
m
O
R
F
E
H

宮
内
回
。ω

出
m
w
z
o
z
m
g
Z
N

ぎ
の
E
g
5
5

・
冨
包

s
s
w
E

（
出g
m
・
）
当2
5

円

∞
2
5
E

同
，
＼
回
口
円

w
g
E

∞
の
回
一
富
田
口
開
F
＼
（UH
H
ユ
2
8
F
間
宮
冨

B
W
o
g
o】
】gg

自
国
自
己

o
z
m
g
o
R
ぎ
の
甘
さ
ロ

H
∞
∞
戸E

－
Y
の
中

561 



法学研究 82 巻 l 号（2009: 1) 

ω
2
N
O
C
H
M品
開
E
4
司
位
広0
・
司
一
円
S
E
c
－
m
w
B
沼
巳
P

巴
∞
p
m
・
ロ
？
のF
1
2
。
同
｝
｝
阿
国
一
開
担
当
一
明

F
0
・
同
州
百
円
目
。
－
向
。
。
宮

U
O
E
R
E
m
ロ
子
宮

（
出g
m
・
）
国
巴
自
己
件
。
。
H
Z
P

国
ω
ロ
門
日σE
V
F
円
四2
o
z
o
－
－
。
ロ
ロ
ロ
《
四
円
伊
丹

2
m
w
Z
H
1品
。
吋
ロo
g
ゆ
円
。
ロ

0
5
1
。
古
川
砂
町
の
『
⑦
ロ
司
丘
〈
巳
お
の

F
Z
・

m
g
。
E
n
z
p
四
円
同
・
ω

・
u
m
ω
5
・
』
州WH
H
円
F
C
H
M
《
同02

・
ω
H
，Z
日
ι
ょ
の
2
2
N
向
。σロ
ロ
m
N
C

品
。
ロ
日
出
・
宮
町
民
円
ゅ
の

Z
Z
の
F
O
H
M∞
。
ロ
品
。
円
m
o
z
o
窓
口
w

宮
口
R
F
8
・
5
∞
少
ω
・N
匂
印
宮
崎
・

（M
m）
開
ロ
件
当
ロ
ユ
巴
ロ
g

国
・
の
・
∞
－
E
円
色
町
出
口0
5
ω
の
F
O
】
州
立
の
『
〈
。
ロ
一
戸
∞
∞
印
・
∞
何
回
目
切
何
回
州
、

H
，
＼
∞
何
回
一
富
田
口
何
回
、
＼
一
岡
山
〉
宮
司
一

p
m
w－m
・o
・
－
∞
・
ω
ロ
・

（
侃
）
回o
m同
・
位
ロ
円
四
ロ
ロ

m
N
ロ
仏
⑦
自
開
口
件
当
口
正
巳
ロg

国
・
の
・
回
・
2
吋
品
川
凶
ω

巴
o
E
ωの
F
O
同
色
。
『
〈
。
ロH
U∞
P
（
口
。
ロ
W
R
F
E沖
N
C
B

同
』k
F
l何
回
）
・

∞
門
出
口
一
∞
一
何
回
州
、

H
，
＼
∞
何
回
一
富
田

U

目
、
＼
閃
岡
山
〉
富
田

v
m
－m
・o
・
－
四
円
四
・

N
W∞
－N
O記
・

（
似W）
H
J
d
g－s
－Z
位
σ
2

《
出
。
回
男
丘
町
ロ
ロ
向
島

2

問
。B
B
Z
位
。
ロ
N
E

・
一
∞o
m
E
R
F
Z
H
M
m

色
。ω
開
口
件
当
口
広ω
巳
ロ
g
E

・
の
・
回
・
（

E

問
。5
5

宮
・

位
。
ロ
国
自
己
巳
ョ
）
・

ω
Q
E
回
一
何
回
N
H，
＼
ω
何
回
宮
田
口
何
回
、
＼
開
閉
山
〉
宮
司
一

F
m
w－m
・
。
－w∞
－K匹
、
吋
匂
・

（
釘
）
問
。
ロF
B
ロ
N
B

芹
－
m
ロ
円
山dE
2
ωの
｝
戸
山
内
己
目
。

F
Oロ

ω”
の
F
4
2
ω毘
ロ
門
出
向
。
ロ

N
E

・
回
o
m
E
m
w
の
宮
ロ
ロ
向
島
内
出
開
ロ
プ
司

5
1
貯
巴
ロ
g

出
・
の
・
回
・

（E
問
。
日
田
町
包
。
ロF
mロ
色
調
仲
立ωの
V
m
w
p
w
w
y
ω

【
い
出
口
回
一
何
回
州
、

H，

h
。
回
一
富
田
口
何
回
、
＼
一

R
M
Z冨
E
r
m
w－m
・o
・
－
∞
－
E
∞
・

（
侃
）
官
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
わ
が
国
の
法
典
調
査
会
が
明
治
一
二
O
年
（
一
八
九
七
年
）
二
月
二
一
日
第
五
六
回
商
法
委
員
会
議
事
要
録

で
提
案
さ
れ
た
商
法
二
三
八
条
（
現
行
商
法
五
二
八
条
）
の
参
照
条
文
と
し
て
指
示
す
る
の
が
「
ド
イ
ツ
商
法
草
案
三
五O
条
」
で
あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
法
典
調
査
会
が
参
照
し
た
ド
イ
ツ
商
法
草
案
が
ど
の
草
案
に
該
当
す
る
の
か
で
あ
る
が
、
買
主
の
検
査
通
知
義
務
に

関
す
る
現
行
五
二
六
条
の
審
議
個
所
で
参
照
さ
れ
る
ド
イ
ツ
商
法
草
案
規
定
は
三
四
八
条
で
あ
り
、
現
行
五
二
七
条
の
個
所
で
は
三
四
九

条
が
参
照
さ
れ
た
う
え
で
、
現
行
五
二
八
条
の
個
所
で
草
案
三
五

O
条
が
参
照
さ
れ
て
い
る
（
『
法
典
調
査
会
商
法
会
議
筆
記
・
商
法
委

員
会
議
事
要
録
』
三
四
O
頁
）
。
そ
こ
で
、
買
主
の
検
査
通
知
義
務
を
三
四
八
条
、
買
主
の
暇
庇
物
保
存
義
務
を
コ
一
四
九
条
、
そ
し
て
異

種
物
の
保
存
義
務
を
三
五

O
条
が
定
め
て
い
る
ド
イ
ツ
の
商
法
草
案
は
、
ま
さ
に
こ
の
帝
国
司
法
省
第
二
草
案
（
関
口
件
当
口
正
巳
ロ2

国
ロ
包
含
Z
m
g
Z
Nず
星
日
目
出
自
芹
〉
5
ω

の
F
E
白
色
。ω
ω
2
F
m
w
ロ
品
。
－
ω
店
。

v
z
・
k
r
c時
間gz
－
－Z
B

同
色
。
『ω
l
』g
z
g
B
F
H
∞
ま
）
以
外
に
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
商
法
五
二
八
条
の
成
立
に
基
礎
を
与
え
た
の
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
司
法
省
第
二
草
案
三
五

O
条
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
わ
が
国
の
商
法
五
二
八
条
と
一
八
九
七
年
の
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
は
、
こ
の
「
ド
イ
ツ
商
法
草
案
三
五
O

条
」
に
同
じ
ル
l

ツ
を
持
つ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
ド
イ
ツ
商
法
草
案
三
五

O
条
と
わ
が
国
の
商
法
五
二
八
条
と
を
比
較

す
る
と
き
、
ド
イ
ツ
商
法
草
案
三
五
O
条
は
、
異
種
物
給
付
の
場
合
に
も
な
お
買
主
の
承
認
が
期
待
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
う
点
は
も
ち
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ろ
ん
、
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
も
異
種
物
給
付
に
準
用
さ
れ
る
点
で
異
な
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
わ
が
国
の
商
法
五
二
八

条
は
、
異
種
物
給
付
に
際
し
て
買
主
の
承
認
可
能
性
を
問
わ
な
い
点
で
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
実
務
の
経
験
は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い

え
よ
う
が
、
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
を
む
し
ろ
積
極
的
に
除
外
す
る
点
で
、
わ
が
国
の
立
法
者
独
自
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。

（ω
）
回
2

片
宮
内
目
。
円
阿
〈
口
同
問
。
B

宮
町
巴
。
ロ
ロ
σ
2
p
wロ
何
回
件
当
ロ
ユ
巳
ロg

国
・
。
・
回
・
ω
。
省
庁
内
目
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開
口
丹
羽
信
正
巳
ロ

g

開
E
B
F
ロ
ロ
m
ω
m
A
W
E

8
R
g
N
E
O
B
ω
巳
Z
F
R
E
E
Z

＼ω
2
5
8
R

＼E
E
E
L
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・o
・
－ω
・5
勾
・

（
初
）
ロ
シ
ュ
ト
ッ
ク
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
O
一
二
年
三
月
一
六
日
判
決
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。
丈U
N－
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回
品
・
∞
・

ω
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ゼ
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級
ラ
ン
ト
裁
判
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九
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一
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月
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日
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決
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O
H
λ
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回
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（
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）
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ラ
ン
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判
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九
O
三
年
二
一
月
一
八
日
判
決
、
。
戸
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・
回
色
・
∞
－
m
・
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・

（η
）
マ
リ
エ
ン
ヴ
ェ
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ダ
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上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
O
三
年
三
月
三
日
判
決
、
。
戸
（U
N－
－
回
仏
・
∞
・

ω
・
叶0

・

（η
）
ハ
ン
ブ
ル
ク
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九

O
四
年
二
一
月
二
三
日
判
決
、
。
戸
（UN－
－
回
仏
・
5
・
∞
・ω台
・

（
九
）
ハ
ン
ブ
ル
ク
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
O
四
年
一
O
月
一
一
日
判
決
、
。
F
の
N
W回
ι
・5
・
∞
・ω白
・

（
万
）
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
九
一
四
年
二
一
月
一
八
日
判
決
、
問
。N
よ
回
仏
・
∞
少
∞
・

8
・

（
苅
）
同
州EF
巳
ロ
N

回
。ε
。
Z

の
＼
（
U岱
円
ω
件
。
ロ
同
，
F
。
自
m
g

何
回
何
回
出
。
叶
国
＼
の

2
ι
z
d
F
F
E
f
E
の
回
－w
国
内
凶
・
N
W冨
皆
目
F
o
p
N
o
s－m
ω斗
∞
・
同ιZ円
－

p
m
－U
N切
に
よ
れ
ば
、
以
降
の
判
例
は
こ
の
判
決
を
踏
襲
し
、
商
法
典
三
七
八
条
で
承
認
さ
れ
得
る
異
種
物
給
付
と
承
認
さ
れ
得
な
い
異

種
物
給
付
の
区
別
に
従
事
し
て
き
た
と
い
う
。
そ
の
判
断
基
準
は
、
商
品
が
買
主
の
目
的
に
適
合
し
な
い
場
合
を
、
買
主
の
承
認
が
期
待

さ
れ
得
な
い
異
種
物
給
付
と
す
る
と
い
う
。
司
2
2

∞
何
回
目
。E

，
E

切
戸
∞
各
己
号
o
S
F
回
叶
－
r
N
・
K
F丘
「
同
，S
E
m
o
p
s
s
w河
内
田
’

Z
円
・
∞N
w
m・
当
・
も
っ
と
も
、
こ
の
承
認
可
能
性
を
め
ぐ
る
判
断
は
、
も
っ
ぱ
ら
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
に
固
有
の
解

釈
問
題
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
詳
細
に
立
ち
入
ら
な
い
。

（
け
）
上
記
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
示
す
解
決
姿
勢
は
、
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
の
区
画
を
放
棄
し
て
、
一
律
に
暇
抗
担
保
責
任
に
よ
っ
て

解
決
す
る
方
向
で
あ
り
、
こ
れ
は
主
観
的
取
庇
概
念
と
一
致
す
る
方
向
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
と
を
区

画
す
る
方
向
は
客
観
的
破
庇
概
念
を
理
由
と
す
る
ほ
か
、
三
七
八
条
の
規
定
の
趣
旨
あ
る
い
は
売
主
の
保
護
を
理
由
と
す
る
と
指
摘
さ
れ

る
。
同
ω
ユ
国

2
g
g

ロ
わ
局

R
E
h
z
g
l当
日
同
己
目
。
k
p
Z〉
自
♂
国
自
己
巴
ω
B
S
F
N
H・
〉
ロ
巴
－w
冨
口
口
。F
8
・
5
∞
U
W
ω・ω
ω
O一
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暇庇概念の変容と商法五二八条の命運

う
よ
う
に
、
特
定
物
が
売
買
さ
れ
た
種
類
と
は
異
な
る
物
で
あ
る
と
き
に
は
、
暇
庇
担
保
責
任
で
は
な
く
、
性
状
錯
誤
に
基
づ
く
取
消
に

よ
る
救
済
を
図
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
（
前
出
注
（
乃
）
参
照
）
。
し
か
し
、
金
製
の

指
輪
と
し
て
売
買
さ
れ
た
の
が
実
は
金
メ
ツ
キ
の
指
輪
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
一
部
だ
け
金
製
の
指
輪
で
あ
る
た
め
暇
庇
が
あ
る
と
い

う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
全
く
金
製
の
指
輪
で
は
な
い
と
い
う
の
か
は
、
「
解
決
で
き
な
い
区
画
問
題
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、

す
で
に
今
日
放
榔
さ
れ
た
客
観
的
暇
庇
概
念
の
残
淳
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
同
町
三
戸
〉
同
州
一
塁
N
・
円
、
各
円
σ
R
F
品
。
ω
∞
の
同
E
E
円
。
。
F
Z
W

回
品
・N
W出
向
己σ
σ
ι・
ゲ
∞g
。
ロ
円
四
2
0

円
、H
o－
－w
H
ω・k
r
c同
】
・
・
冨
位
ロ
の

F
o
p
H∞
∞
少ω
・
さ
・

（
幻
）
フ
ァ
ブ
リ
キ
ウ
ス
は
、
取
庇
担
保
規
定
の
類
推
適
用
に
よ
る
解
決
を
図
る
が
、
ハ
イ
マ
ン
は
、
こ
れ
を
四
六
三
条
の
担
保
確
約
と
は

区
別
さ
れ
る
べ
き
四
五
九
条
二
項
の
一
般
的
な
確
約
概
念
に
よ
っ
て
処
理
し
よ
う
と
し
た
。
司
〉E
N
H
n
H
d
ω
w
m

－m
・o
－w
m・
口
一
回
〉
J町
宮
〉
Z
F

ω
－m
・o
・
－
∞
・
2
口
元
よ
と
り
わ
け
∞
・2H
民
・

（m
m）
司
k
p切
回N
H
n
H
d
p
m
w

・ω
・0
・
・
∞
・
H
O同
・

（
悦
）
関Z
O
司
一
司F
F
ω
・
州W・O
・
－ω
・
］
戸
内
向
・

（
%
）
出
ω
ロ
ω

同
，F。
。
ι
。
円
∞
。
開
。
目
、
＼
君
。
－

R
mロ
m

∞
回
∞
一
何
回
州
、
吋
＼
己
目
立
の
『
出
口
回
目

f

回
の
回
ニ
ロ
・K
F
R
E－
－
∞
色
・
ω

・
m
g
芹
m
R
同
＼
回
2
E
H
M＼
問
。
－
p

冨
2
・
〈R
m
仏
日
夕
同ι
Z
円
・8

・
∞
・U1
8・
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
暇
庇
概
念
が
確
約
の
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
と
暇
抗
の
場
合
の
減
額
責
任

と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
の
は
、
「
法
律
の
文
言
に
基
づ
く
解
釈
論
議
以
上
に
何
も
賛
同
す
る
も
の
は
な
い
」
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
区
別
が
合
理
的
な
根
拠
を
有
す
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
「
当
事
者
が
一
定
の
性
質
に
つ
い
て
合
意
す
る
場
合
、
こ
れ
で
売
主
の
責
任
に

と
っ
て
十
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
実
際
に
も
、
主
観
的
破
庇
概
念
は
、
「
実
務
に
と
っ
て
、
売
買
法
を
、
あ
り
得
る
売

買
目
的
物
の
多
様
さ
と
売
買
目
的
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
」
、
こ
う
し
て
、
「
物
の
暇
抗
担
保
法
の
実
際
的
な
機
能
性
を
確
保
す
る
」

と
い
う
利
点
を
示
す
と
い
う
。

（
%
）
ま
さ
に
、
種
類
を
広
く
解
す
も
狭
く
解
す
も
恋
意
的
な
た
め
、
異
種
物
と
暇
庇
物
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
「
可
能
で
は
な
い
」
と
い

わ
れ
る
。
』
己
宮
ω

〈
。
ロ
∞
叶
〉CU
H
Z
の
開
閉
山
＼
出
巳
ロ
円
仙
の
『
出
。

z
ω
開
F
F

・
－
ハ
。
B
E
O
H
M
g吋
N
E
U

切
の
回
・
・
5
・
k
r巳
】
ニ
回2
H
E
・
5
∞
印
・2
g
・
一
周
P

Z
円
・
N
Jア
印
・ω∞
∞
・

（
貯
）
司k
p
ω
E
Q
C
ω
w
m
w

・ω
・0
・w
m・
品
、
吋
一
民
・

（
錦
）
川
俣
絹
と
仙
台
絹
事
案
に
関
す
る
先
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
を
参
照
。
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（m
m）
司
〉
∞E
2
d
p
m
w－m
・o
・
－
∞
・
お
民
・
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
数
多
く
の
裁
判
例
が
あ
る
。
最
上
級
審
判
決
だ
け
を
眺
め
て
み
て
も
、
た
と

え
ば
、
夏
小
麦
と
冬
小
麦
の
取
り
違
え
（
問
。Nニ
回
仏
・H8
・
∞
・J3）
、
仔
牛
の
皮
と
山
羊
の
皮
の
取
り
違
え
（
』
当
・
・
5
口

w
m・
戸
。
）
、
胡

棋
を
引
き
渡
す
べ
き
と
こ
ろ
胡
楓
と
コ
コ
ナ
ツ
ツ
皮
の
混
合
物
と
の
取
り
違
え
（
回
2
立
与
L
由
。0
・
ω
・5
∞
斗
）
、
金
紅
石
と
鋭
錐
鉱
と
の

取
り
違
え
（
宮
口
問
・
・5
ミ
・
∞
・3
匂
）
、
国
内
産
の
挽
き
割
り
麦
と
外
国
産
の
挽
き
割
り
麦
と
の
取
り
違
え
（

Z
』
者
－L
g
p
ω
・
叶
∞
叶
）
、

脱
脂
粉
乳
粉
を
引
き
渡
す
べ
き
と
こ
ろ
多
く
の
ミ
ル
ク
原
料
か
ら
な
る
混
合
粉
で

E
C

基
準
に
適
合
し
な
い
た
め
補
助
金
を
得
ら
れ
な
い

製
品
と
の
取
り
違
え
（
Z
』
当
J
S
∞
少
ω
・8
匂
）
、
無
税
で
の
輸
入
要
件
と
さ
れ
る
E
C

産
木
綿
で
の
シ
l

ツ
張
り
が
合
意
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
木
綿
が
要
件
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
（
Z
』
者
－L
g
p
m
・N
N
ω
O）
な
ど
の
例
が
見
ら
れ
る
o
w
E
o
m
o
号
2
m
2

出
の
回
よ
回
己
－
u
w
m・k
r
z巴
J
冨
位
ロS
8

・
5
∞
N
b
ω斗
∞
・
河
内
田

Z
円
・
、
円
ω
・H
S

に
よ
れ
ば
、
部
品
の
暇
庇
か
ら
全
く
冷
え
な
い
か
あ
る
い
は
冷

え
す
ぎ
る
冷
蔵
庫
は
利
用
目
的
に
と
っ
て
は
役
に
立
た
な
く
と
も
、
取
引
通
念
に
よ
れ
ば
な
お
冷
蔵
庫
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
が

（Z
』
者
－L
∞
a
w
ω・
お
宮
）
、
冷
蔵
庫
が
通
常
の
部
品
で
は
な
く
特
別
に
冷
凍
す
る
部
品
を
備
え
付
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
性
能
が

売
主
に
よ
っ
て
確
約
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
性
能
の
欠
訣
が
暇
庇
に
該
当
す
る
。
こ
う
し
て
、
判
例
は
担
保
責
任
を
適
用
す
る
た
め
に

異
種
物
給
付
に
お
い
て
確
約
を
認
定
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
削
）
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
買
主
の
承
認
が
期
待
で
き
る
履
行
と
期
待
で
き
な
い
引
渡
し
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
客
観
的
取
庇
概
念

に
よ
る
解
決
と
主
観
的
椴
庇
概
念
に
よ
る
解
決
を
対
比
す
る
と
き
、
主
観
的
暇
抗
概
念
に
よ
れ
ば
、
特
定
物
売
買
で
あ
ろ
う
と
種
類
売
買

で
あ
ろ
う
と
、
承
認
が
期
待
で
き
る
引
渡
し
で
あ
ろ
う
と
期
待
で
き
な
い
引
渡
し
で
あ
ろ
う
と
、
一
律
に
担
保
責
任
法
に
よ
る
解
決
が
図

ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
客
観
的
取
庇
概
念
に
よ
れ
ば
、
種
類
売
買
で
認
容
で
き
る
引
渡
の
場
合
に
は
担
保
責
任
法
で
解
決
さ
れ
、
特
定
物

売
買
で
は
容
認
さ
れ
る
引
渡
で
も
認
容
さ
れ
な
い
引
渡
で
も
、
そ
れ
が
暇
庇
物
給
付
（
真
作
と
し
て
購
入
し
た
絵
画
が
贋
作
で
あ
る
場
合

一
資
格
づ
け
異
種
物
と
も
呼
ば
れ
る
）
か
異
種
物
給
付
（
売
買
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
一
同
一
性
の
異
種
物
と

も
呼
ば
れ
る
）
か
に
よ
っ
て
処
理
が
異
な
り
、
種
類
売
買
で
の
容
認
さ
れ
な
い
引
渡
の
場
合
に
は
、
客
観
的
暇
抗
概
念
に
よ
れ
ば
も
っ
ぱ

ら
異
種
物
給
付
と
し
て
債
務
不
履
行
法
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
的
取
庇
概
念
に
よ
れ
ば
、
異
種
物
給
付
で
認

め
ら
れ
る
べ
き
履
行
請
求
権
や
売
主
の
追
完
権
が
担
保
責
任
法
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
履
行
請
求
権
を
認
め
る
根
拠
が
問
題
と

な
り
、
さ
ら
に
、
明
ら
か
に
履
行
と
な
り
得
な
い
異
種
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
、
担
保
責
任
法
で
処
理
す
る
と
し
て
も
、
検
査
・
通
知

義
務
を
制
限
す
る
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
と
な
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
担
。

F
m
w
叫
【
日
明
日ω
ω
k
f
U
F
O
K
F

－E
丘
町
F
E
ロ
m
w
宮
口
問
－w
呂
町
F
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暇抗概念の変容と商法五二八条の命運

∞
－E
0
・
事
実
、
主
観
的
暇
抗
概
念
に
よ
っ
て
も
、
買
主
が
売
主
に
対
し
て
真
撃
に
問
責
を
無
駄
と
見
な
し
て
も
構
わ
な
い
場
合
に
は
、

買
主
は
問
責
を
し
な
く
て
も
構
わ
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
き
ロ
（U
K
F
E
向
富
田
g
m
L
・
州w・c
・
－ω
・
ロ
・

（
削
）
ド
イ
ツ
の
議
論
を
的
確
に
纏
め
る

ω
O開
。
盟
、
訪
日
間
山
一
周
主
国

E
W
E
N
－
切
の
回
－
L

－m
・o
・
－
〈22
g

・
河
島Z
司
・
ロ
∞
戸ω：
∞
口
止
・
に
よ
れ

ば
、
異
種
物
給
付
を
い
か
に
処
理
す
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
①
民
事
商
事
を
問
わ
ず
、
種
類
売
買
に
お
け
る
異
種
物
給
付
に
も
担
保
責
任

法
を
一
律
に
適
用
し
、
商
法
典
三
七
八
条
の
認
容
さ
れ
な
い
引
渡
の
場
合
で
あ
っ
て
も
暇
庇
担
保
法
で
解
決
す
る
と
い
う
見
解
、
②
民
事

商
事
を
問
わ
ず
、
種
類
売
買
に
お
け
る
異
種
物
給
付
に
も
担
保
責
任
法
を
適
用
す
る
が
、
商
法
典
三
七
八
条
の
認
容
さ
れ
な
い
引
渡
の
場

合
を
狭
く
限
定
的
に
解
釈
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
場
合
は
債
務
不
履
行
法
に
よ
っ
て
解
決
す
る
と
い
う
見
解
、
③
②
と
同
様
に
原
則
と
し

て
暇
庇
担
保
法
に
よ
る
解
決
を
図
る
が
、
商
法
典
三
七
八
条
の
認
容
さ
れ
な
い
引
渡
の
場
合
は
買
主
に
と
っ
て
有
用
で
は
な
い
ケ
l

ス
と

理
解
し
、
そ
の
場
合
を
債
務
不
履
行
責
任
法
に
よ
っ
て
解
決
す
る
と
い
う
見
解
、
④
異
種
物
給
付
は
民
事
に
お
い
て
は
暇
庇
担
保
責
任
法

で
解
決
し
、
商
事
で
は
商
法
典
三
七
八
条
で
認
容
さ
れ
る
引
渡
の
場
合
を
暇
庇
担
保
法
で
解
決
す
べ
き
と
す
る
見
解
、
⑤
異
種
物
給
付
は

一
律
に
債
務
不
履
行
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
、
商
法
典
三
七
八
条
は
も
っ
ぱ
ら
商
法
三
七
七
条
の
問
責
義
務
の
適
用
の
有
無
に
関
係
づ
け

る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
フ

l

パ
l

自
身
は
契
約
に
適
合
し
な
い
給
付
を
一
律
に
暇
庇
担
保
責
任
法
で
解
決
す
べ
き
と
し
、

ご
く
例
外
的
に
全
く
履
行
と
評
価
で
き
な
い
給
付
の
場
合
は
、
む
し
ろ
債
務
不
履
行
法
に
よ
る
解
決
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
。
要
す
る
に
、

フ
l

バ
1

の
立
場
は
フ
ォ
ン
・
ケ
メ
ラ
l

の
立
場
（
前
出
注
（
削
）
参
照
）
と
同
じ
と
評
価
で
き
よ
う
。
な
お
、
同
Z
O
司
目
、
F
m
－m
・o
・
－

ω
・H
N
O民
・
も
参
照
。

（
問
）
な
お
、
比
較
法
的
観
点
か
ら
見
て
も
、
よ
り
近
時
の
法
秩
序
は
、
暇
庇
物
給
付
と
異
種
物
給
付
の
区
別
を
せ
ず
に
、
一
律
、
担
保
責

任
な
い
し
は
給
付
障
害
法
へ
と
割
り
当
て
る
の
に
対
し
て
、
比
較
的
古
い
法
秩
序
は
、
お
し
な
べ
て
、
破
庇
物
と
異
種
物
の
区
別
に
腐
心

し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
法
の
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
形
成
さ
れ
た
規
準
に
よ
れ
ば
、
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が

当
事
者
の
合
意
か
ら
逸
脱
す
る
程
度
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
異
種
物
給
付
と
認
め
ら
れ
や
す
い
と
い
う
傾
向
が
示
さ
れ
る
と
い
う
。

〉
包
括
忠
∞
白
当
局
吋

N
F

開
己
g
u
m－R
F
o
r

各
自
営
問
。
－
m
o
d忌
宵
－
Z
2
5
m
g
g

当
R
S
E
E

－
。
司
立
。SH
o
p
s
z
g
m－o
？

の
『
ロ
ロmm
C
片
品
。
『
の
司
自
丘
－
m
m
o
a
ロ
m
w
ω同
戸
吉
田
州
立
。
ロ

m
－o
口
問
。
のF
Z
」
可
。
円m
－o
片
『
タ
寸
口
玄
ロmo
p
N
c
o
o
－
H
H
h
p
民
・

（
問
）
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
第
四
三
四
条

売
主
は
、
買
主
に
物
の
暇
庇
及
び
権
利
の
暇
庇
の
な
い
目
的
物
を
取
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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『
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
員
改
装
案
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九
九
六
年
）
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改
正
委
員
会
草
案
の
条
文
訳
は
、
下
森
定
H

岡
孝
編

二
五
二
頁
に
依
っ
た
。

（
胤
）
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
第
四
三
五
条

川
物
が
合
意
さ
れ
た
性
質
を
有
す
る
と
き
は
、
物
の
暇
庇
は
な
い
。
性
質
が
合
意
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
物
が
契
約
に
よ

り
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
適
す
る
と
き
、
又
は
そ
の
よ
う
な
前
提
が
な
け
れ
ば
通
常
の
使
用
に
適
す
る
と
き
は
、
物
の
暇
庇
は
な
い
。

凶
売
主
が
異
種
物
ま
た
は
過
少
量
を
引
き
渡
す
場
合
も
、
物
の
暇
庇
に
相
当
す
る
、
た
だ
し
、
そ
れ
が
履
行
と
し
て
明
ら
か
に
考
慮

さ
れ
な
い
場
合
は
別
で
あ
る
。

（
問
）
回E
丘
2
5
E
Z
Z
円

ι
2
・
『
ロ
丘
町
（

F
a
m・
）
・
〉
σ
R
V
E
包
括
立
の
宮
内
回2

問
。
B
B
E
巴
。
ロ
N
日
ロ

σ
2
m肖
σ
巴
苫
ロ
向
島g
∞
岳
巳
円
四
円
。
。

F
F

同
g
p
H
匂
也N
・
∞
－NO
N・

（
附
）
回
ロ
ロ
仏
2
5

宮
町
件
。
コ
目
。
円
宮
丘
町
（

F
a
m・
）Lb
・o
・
－
∞
・
N
C
ω・
下
森
定
H

岡
孝
編
〔
鎌
野
邦
樹
〕
『
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案

の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九
九
六
年
）
一
二
了
二
三
頁
参
照
。

（
即
）
ド
イ
ツ
民
法
典
第
四
三
三
条
第
一
項

売
買
契
約
に
よ
り
、
物
の
売
主
は
、
買
主
に
物
を
引
き
渡
し
、
物
の
所
有
権
を
移
転
す
る
義
務
を
負
う
。
売
主
は
買
主
に
、
物
を
物
の

暇
庇
及
び
権
利
の
暇
庇
が
な
く
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
問
）
ド
イ
ツ
民
法
典
第
四
三
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項

川
物
は
、
危
険
移
転
時
に
、
合
意
さ
れ
た
性
質
を
有
し
て
い
る
場
合
に
、
物
の
暇
抗
を
免
れ
る
。
性
質
が
合
意
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、

物
が
暇
庇
を
免
れ
る
の
は
、
次
の
場
合
で
あ
る
。

一
．
物
が
契
約
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
適
合
す
る
場
合
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

二
．
物
が
通
常
の
使
用
に
適
合
し
、
同
種
の
物
に
通
常
で
あ
り
、
買
主
が
物
の
種
類
に
よ
っ
て
期
待
し
得
る
性
質
を
一
不
す
場
合
。

第
二
文
第
二
2

号
の
性
質
に
は
、
買
主
が
、
売
主
、
製
造
者
（
製
造
物
責
任
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
）
又
は
そ
の
補
助
者
の
明
示

の
説
明
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
物
の
一
定
の
性
質
に
関
す
る
広
告
又
は
ラ
ベ
ル
に
お
い
て
期
待
で
き
る
性
質
も
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
、
売

主
が
そ
の
説
明
を
知
ら
な
か
っ
た
又
は
知
る
は
ず
が
な
か
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
そ
の
説
明
が
契
約
締
結
時
点
で
同
種
の
仕
方
で
訂
正

さ
れ
た
か
、
又
は
売
買
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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,
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（
言
）

Barbara G
R
U
N
E
W
A
L
D
,
 M
i
i
n
c
h
e
n
e
r
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 H
G
B
.
,
 Bd.6, Miinchen, 2004, ｧ378, S.78. 

（
苫
）

Begriindung der B
u
n
d
e
s
r
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g
i
e
r
u
n
g
 z
u
m
 E
n
t
w
u
r
f
 eines Gesetzes zur M

o
d
e
r
n
i
s
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e
r
u
n
g
 des Schuldrechts, in 

C
A
N
A
R
I
S
,
 a.a.O., S.819. 
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苫
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H
e
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n
z
 G
e
o
r
g
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/
H
e
r
b
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t
 ROTH/Florian F
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,
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,
 Miinchen, 2003, 
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S.1587; 
Ulrich 

B
-
O
D
E
N
B
E
N
D
E
R
,
 
A
n
w
a
l
t
k
o
m
m
e
n
t
a
r
 B
G
B
.
,
 
Bd.2, 

Bonn, 
2005, 

R
d
N
r
.
 
71, 

S.1316; 

Julius v
o
n
 S
T
A
U
D
I
N
G
E
R
/
A
n
n
e
m
a
r
i
e
 M
A
T
U
s
C
H
E
-
B
E
C
K
M
A
N
N
,
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 B
G
B
.
,
 Berlin, 2004, ｧ434, R
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産
売
買
指
令
二
条
一
項
で
採
用
さ
れ
て
い
る
契
約
適
合
性
の
概
念
に
立
ち
返
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
国

g
m
l
d司2
5

円
開
門
同
門
店
、
吋
＼
』

g

富
民
B
F
U

＼
冨
片
冨
己
冨kp叶
吋
回
目
ω
ω
開
Z
・
国g
円
四σロ
各
品
。ω
同
g

号
。
。
宮ω
・
冨
O
R
v
o
p
N
C
C
斗
・
同
《
安
門
－
N
2
・
ω
・H
H
N・
消
費
動
産
売
買

指
令
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
E
U

契
約
法
」
庄
司
克
宏
編
『
E
U

法
・
実
務
篇
』
（
岩
波
書
店
・
二
O
O

八
年
）
二
三
七
頁
以
下
、

向
指
令
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
円
谷
峻
「
債
務
法
の
現
代
化
と
暇
庇
責
任
」
『
取
引
法
の
変
容
と
新
た
な
展
開
・
川
井
建
先
生
傘
寿
記
念

論
文
集
』
（
日
本
評
論
社
・
二O
O

七
年
）
六
O
頁
以
下
を
参
照
。

（
山
）
回
〉
冨
回
一
巳
呂
田
之
問
。
、
吋
岡
山
＼
司
〉
己

ω
、
H
J
M凶
・ω
・0
・
・2
ω
h
p河
内
田Z吋
・

5
Jア
∞
・5
∞
叶
一
〈
。
ロ
∞
吋
〉
口

U
H
Z
の
何
回N＼
冨k
p、H，C
ω
の
回
一
明l回
開
打
開
冨K
F
2
2・

岱
－m
・o
・
－2
2
・
2
Z
円
・

H
H
P
ω・
口
N
同
一
巧
宮
司
河
冨
〉zz
・
m
－m
・o
・
－2
s
・
2
Z
円
・
ω
少
ω
・
呂
町
一
宮
冨
〉
互
の
河
口

Z
阿
君
k
p
F
U
L－m
・o
・
－

m
A
F
ω
h
p

・
河
内
田
Z
吋
・
∞
一
ケ
ω
・H
∞
∞
一
戸
・

（
川
）
枚
挙
に
暇
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
我
妻
築
『
債
権
各
論
中
巻
一
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
五
七
年
年
）
二
八
八
頁
、
内
田
貴
『
民
法

E

（
第2
版
〕
』
（
東
京
大
学
出
版
会
・
二O
O
七
年
）
一
三
二
頁
な
ど
。
も
っ
と
も
、
両
暇
庇
概
念
を
意
識
的
に
区
別
す
る
見
解
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
半
田
吉
信
『
担
保
責
任
の
再
構
成
」
（
三
嶺
書
房
・
一
九
八
六
年
）
二
二
四
・
二
二
五
頁
。
山
本
敬
三
「
民
法
講
義
町
’1

契
約
』
（
有
斐
閣
・
二
O
O

五
年
）
二
八
一
頁
注
（
お
）
は
、
従
来
の
客
観
的
暇
庇
概
念
定
義
も
見
本
等
と
の
相
違
も
暇
庇
に
含
め
る
こ

と
で
、
「
そ
の
か
ぎ
り
で
主
観
的
暇
庇
概
念
と
重
な
る
が
、
多
く
は
、
問
題
の
所
在
を
意
識
し
な
い
ま
ま
、
両
者
を
並
列
す
る
に
と
ど
ま

る
」
と
指
摘
す
る
。
平
野
裕
之
「
民
法
総
合
5

契
約
法
』
（
信
山
社
・
二
O
O

七
年
）
一
二
四
六
頁
も
、
主
観
的
暇
庇
概
念
と
客
観
的
破
庇

概
念
を
明
確
に
区
別
す
る
。
潮
見
佳
男
『
契
約
各
論
I

』
（
信
山
社
・
二
O
O

二
年
）
一
二
七
頁
は
、
主
観
的
暇
庇
概
念
と
客
観
的
暇
庇

概
念
を
意
識
的
に
併
用
す
る
よ
う
に
映
る
。

（
問
）
三
宅
正
男
『
契
約
法
（
各
論
）
上
巻
』
（
青
林
書
院
新
社
・
一
九
八
三
年
）
一
一
二
八
頁
。

（
印
）
三
宅
・
前
出
注
（
川
）
三
四
七
頁
。

（
凶
）
す
で
に
、
竹
田
省
『
商
行
為
法
』
（
弘
文
堂
書
房
・
一
九
コ
二
年
）
五
九
頁
は
、
異
種
物
給
付
と
暇
庇
物
給
付
の
区
別
が
実
際
に
難

し
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
異
種
物
給
付
に
検
査
・
通
知
義
務
を
否
定
す
る
見
解
は
多
い
が
、
そ
の
根
拠
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
大
隅
健
一
郎
『
商
行
為
法
』
（
青
林
書
院
新
社
・
一
九
六
二
年
）
六
八
頁
、
石
井
照
久
H

鴻
常
夫
「
商
行
為
法
（
商
法

V

）
』
（
勤
草
書
房
・
一
九
七
八
年
）
八O
頁
。
平
出
慶
道
『
商
行
為
法
〔
第
二
版
〕
」
（
青
林
書
院
・
一
九
八
九
年
）
二
二
八
頁
は
、
買
主

の
営
業
の
部
類
に
属
す
る
取
引
に
適
用
さ
れ
る
商
法
五
O
九
条
と
の
対
比
で
、
必
ず
し
も
通
常
の
営
業
に
属
す
る
と
は
限
ら
な
い
取
引
の
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場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
五
二
六
条
の
拡
張
を
否
定
す
る
。

（
印
）
小
町
谷
操
一
二
「
判
批
」
『
判
例
民
事
法
昭
和
二
年
度
』
一
一
一
六
頁
、
神
崎
克
郎
『
商
行
為
法

I

』
（
有
斐
閣
・
一
九
七
三
年
）
二
六
九

頁
。

（
凶
）
柚
木
馨
『
売
主
暇
庇
担
保
責
任
の
研
究
』
（
有
斐
閣
・
一
九
六
三
年
）
四
一
一
頁
。
な
お
、
同
一
二
一
一
一
頁
は
、
暇
庇
担
保
責
任
を
種

類
売
買
に
も
適
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
暇
庇
物
と
異
種
物
を
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
確
か
に
、
ド
イ
ツ
法
の
検
討
か
ら
も
明

ら
か
な
と
お
り
、
歴
史
的
な
経
緯
か
ら
す
れ
ば
そ
の
指
摘
は
正
し
い
が
、
種
類
売
買
へ
の
暇
庇
担
保
規
定
の
適
用
に
際
し
て
債
務
不
履
行

領
域
と
の
峻
別
を
暇
庇
概
念
に
求
め
な
け
れ
ば
、
そ
の
問
題
と
暇
庇
概
念
と
は
、
必
然
的
に
関
連
す
る
問
題
で
は
な
い
。
主
観
的
破
庇
概

念
に
立
脚
し
つ
つ
、
暇
庇
担
保
責
任
を
種
類
売
買
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
十
分
可
能
で
あ
る
。

（
凶
）
西
原
寛
一
『
商
行
為
法
』
（
有
斐
閣
・
一
九
七
三
年
）
一
五
二
頁
。

（
凶
）
当
該
判
決
の
結
論
を
支
持
す
る
の
は
、
野
口
恵
三
「
判
批
」
N
B
L

四
七
三
号
（
一
九
九
一
年
）
三
三
頁
、
江
頭
憲
治
郎
「
商
取
引

法
〔
第
二
版
〕
」
（
弘
文
堂
・
一
九
九
六
年
）
二
四
頁
注
（3
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
異
種
物
給
付
に
五
二
六
条
の
類
推
適
用
を
認
め
て
よ

い
と
し
て
、
当
該
判
決
を
批
判
的
に
眺
め
る
の
は
、
吉
本
憲
一
「
判
批
」
法
セ
ミ
四
三
九
号
（
一
九
九
一
年
）
一
一
七
頁
、
岩
城
謙
二

「
判
批
」
法
令
ニ
ュ
ー
ス
二
六
巻
四
号
（
一
九
九
一
年
）
三
三
頁
、
新
谷
勝
「
判
批
」
判
評
三
八
九
号
（
一
九
九
一
年
）
二O
八
・
二
O

九
頁
、
保
住
昭
一
「
判
批
」
リ
マ
l

ク
ス
四
号
（
一
九
九
二
年
）
一
O

一
頁
、
柏
木
昇
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
O
六
二
号
（
一
九
九
五
年
）

一
二
八
頁
。

（
凶
）
し
か
し
、
本
事
案
で
は
、
売
買
さ
れ
た
チ
ッ
プ
の
性
質
と
対
照
し
て
、
給
付
さ
れ
た
チ
ッ
プ
に
よ
る
履
行
を
売
主
が
期
待
す
る
こ
と

は
、
一
見
し
て
と
う
て
い
認
め
ら
れ
な
い
逸
脱
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
映
る
。
つ
ま
り
、
「
商
品
自
体
に
大
き
く
書
か
れ
た

型
式
番
号
の
表
示
に
よ
っ
て
一
見
し
て
明
ら
か
な
」
商
品
の
逸
脱
が
あ
る
以
上
、
た
と
え
五
二
六
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
と
し
て
も
、

売
主
に
少
な
く
と
も
重
過
失
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
五
二
六
条
三
項
に
よ
り
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
は
、
や
は
り
排
除
さ
れ
る
事
案
と

は
い
え
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
本
事
案
で
の
異
種
物
の
認
定
は
、
事
案
解
決
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
は
思
わ

れ
な
い
。
む
し
ろ
、
商
法
五
二
六
条
三
項
を
経
由
し
得
な
い
で
買
主
の
検
査
・
通
知
義
務
を
排
斥
す
べ
き
事
案
に
対
し
て
、
異
種
物
給
付

の
認
定
ル
l

ト
が
有
効
な
救
済
を
買
主
に
提
供
し
得
る
の
か
ど
う
か
、
こ
う
し
た
考
慮
が
必
ず
し
も
充
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
点
に
、

な
お
問
題
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
凶
）
い
わ
ゆ
る
法
定
責
任
説
は
、
不
代
替
的
特
定
物
に
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
が
、
さ
ら
に
、
暇
庇
概
念
さ
え
も
客
観

的
暇
庇
概
念
と
理
解
し
て
、
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
範
囲
に
絞
り
を
か
け
る
見
解
も
あ
る
。
円
谷
峻
『
新
・
契
約
の
成
立
と
責
任
』
（
成

文
堂
・
二
O
O

四
年
）
二
三
六
頁
、
二
五
二
頁
以
下
。

（
郎
）
こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
暇
庇
担
保
制
度
の
特
殊
事
情
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
の
暇
庇
担
保
制
度
は
、

危
険
移
転
時
、
す
な
わ
ち
、
引
渡
時
点
を
基
準
時
と
し
て
、
暇
庇
が
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
制
度
で
あ
っ
た
（
ド
イ
ツ
民
法
典
旧
四
五

九
条
参
照
）
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
真
筆
の
絵
画
と
し
て
売
買
し
た
と
こ
ろ
贋
作
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
品

質
上
の
異
種
物
給
付
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
売
買
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
目
的
物
が
給
付
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
同
一
性
の
異
種
物
給
付
に

つ
い
て
も
、
引
渡
時
点
以
後
は
暇
庇
担
保
責
任
の
適
用
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
暇
庇
担
保
責
任
制
度
は
、
少
な
く

と
も
特
定
物
ド
グ
マ
を
肯
定
す
る
法
定
責
任
説
を
正
当
と
す
る
限
り
、
品
質
上
の
異
種
物
給
付
は
暇
庇
担
保
責
任
の
問
題
と
な
る
が
、
同

一
性
の
異
種
物
給
付
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
債
務
不
履
行
一
般
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
さ
に
、
異
種
物
給
付
が
問

題
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
法
で
は
暇
庇
概
念
を
主
観
的
暇
庇
概
念
に
統
一
す
る
こ
と
で
、
暇
庇
担
保
責
任
を
契
約
不

適
合
一
般
に
拡
張
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
法
体
系
で
は
、
暇
庇
担
保
規
定
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
不
完

全
履
行
と
し
て
処
理
さ
れ
る
問
題
も
契
約
不
適
合
と
し
て
統
一
す
る
方
向
が
提
起
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
暇
庇
概
念
を
主
観
的
暇
庇
概
念

と
理
解
す
る
だ
け
で
は
、
な
お
、
契
約
不
適
合
問
題
の
処
理
の
す
べ
て
を
そ
こ
に
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
印
）
大
村
敦
志
『
基
本
民
法
E

債
権
各
論
』
（
有
斐
閣
・
二
O
O
三
年
）
四
八
頁
は
、
「
広
く
契
約
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
た
性
質
を
目
的
物

が
欠
い
て
い
る
こ
と
（
契
約
適
合
性
の
欠
如
）
」
と
し
て
、
暇
庇
に
合
意
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
一
元
的
定
義
を
与
え
て
い
る
。

（
印
）
し
か
し
、
単
に
主
観
的
取
庇
概
念
と
す
る
こ
と
で
問
題
が
す
べ
て
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
実
務
で
は
、
通
常
の
利

用
目
的
な
い
し
性
質
と
特
別
の
利
用
目
的
な
い
し
性
質
が
規
準
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
主
観
的
暇
庇
概
念
と
客
観
的
暇
庇
概
念
と
が
必
ず
し

も
二
律
背
反
的
に
対
比
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
潮
見
佳
男
『
契
約
責
任
の
体
系
』
（
有
斐
閣
・
二0
0
0

年
）
三
八

一
・
三
八
二
頁
。
こ
の
よ
う
な
二
重
の
暇
庇
概
念
は
、
学
説
一
般
で
も
併
用
さ
れ
る
暇
抗
概
念
で
あ
る
た
め
、
主
観
的
暇
庇
概
念
と
客
観

的
暇
庇
概
念
と
が
唆
昧
に
さ
れ
て
き
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
ま
た
、
目
的
物
の
性
質
に
つ
い
て
特
別
に
合
意
さ
れ
て
い
な

い
と
き
に
は
、
当
事
者
は
通
常
の
目
的
物
の
性
質
に
合
意
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
主
観
的
暇
庇
概
念
と
客
観
的
暇
庇
概
念
は
、

本
来
的
に
も
、
二
律
背
反
す
る
の
で
あ
る
。
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（
問
）

（
印
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
出
注
（
侃
）
を
参
照
。

こ
の
詳
細
な
検
討
は
、
同
2
0
M
M
E
h
L
－m
・o
・
－
∞
・
己
民
・
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